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第 32回「県民健康調査」検討委員会議事録  

 

日      時：平成 30年９月５日（水） 13:31～ 16:03 

場      所：ザ・セレクトン福島  西館３階「安達太良」  

出   席   者：＜委員 50音順、敬称略＞  

        稲葉俊哉、井上仁、梅田珠実、小笹晃太郎、春日文子、  

        加藤寛、髙野徹、津金昌一郎、富田哲、成井香苗、  

        星北斗、堀川章仁、室月淳、山崎嘉久  

        ＜甲状腺検査評価部会  部会長＞  

        鈴木元  

 

事務局等担当者：＜福島県立医科大学＞  

        理事（県民健康管理担当）  八木沼洋行、  

        放射線医学県民健康管理センター長  神谷研二、  

        甲状腺検査部門長  志村浩己、  

        健康調査県民支援部門長  前田正治、  

        基本調査・線量評価室長  石川徹夫、  

        健康診査・健康増進室長  坂井晃、  

        健康コミュニケーション室長  緑川早苗、  

        妊産婦調査室長  藤森敬也、  

        甲状腺・内分泌センター長  横谷進  

 

        ＜福島県＞  

        保健福祉部長  佐藤宏隆、  

保健福祉部次長  高野武彦、  

        障がい福祉課長  遠藤智子、  

健康増進課長  三浦爾、  

県民健康調査課長  鈴木陽一、  

        地域医療課長  菅野俊彦、  

子育て支援課長  細川了  

 

二階堂一広  県民健康調査課主幹兼副課長  

 それでは、ただいまより第 32回「県民健康調査」検討委員会を開催いたしま

す。  

 本日の委員の出欠について報告をいたします。本日は、明石委員、柏倉委員、

清水委員及び髙村委員の４名が御欠席で、 14名の出席となっております。また、
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甲状腺検査評価部会の鈴木元部会長にも御出席を頂いております。以上、御報

告を申し上げます。  

 それでは、星座長、よろしくお願いいたします。  

 

星北斗  座長  

 皆様、こんにちは。星でございます。  

 本日は台風の大変大きな被害をお受けになられた方もいたのかもしれません

が、また、被害に遭われた方にはお見舞いを申し上げたいと思います。その中

お集まりを頂きまして感謝を申し上げたいと思います。本日も皆様方の忌憚の

ない御意見を頂きまして進めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお

願いいたします。  

 それでは、まず議事録署名人を指名させて頂きます。小笹委員と髙野委員と

いうことで、あいうえお順でなっておりますが、よろしゅうございますか。そ

れでは、そのようにさせて頂きたいと思います。  

 それでは、議事（１）こころの健康度・生活習慣に関する調査について、事

務局から説明をお願いいたします。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 それでは、こころの健康度・生活習慣に関する調査室長の前田から御報告し

たいと思います。  

 本日は、今年の２月、昨年度調査として行われました調査の現在の実施状況、

並びに来年２月に行います本年度調査の計画、その２件について御説明する予

定です。  

 それに先立ちまして、前回の検討委員会で御報告しました平成 28年度県民健

康調査のこころの健康度・生活習慣に関する調査の結果について若干誤りがあ

りましたので、その訂正の報告をしたいと思います。  

 資料１－５を御覧頂ければと思います。①－ 40ページになります。  

 前回の検討委員会で御報告しました調査の結果報告書に関してなんですけれ

ども、回答者数は、例年この調査の報告におきましては、２月に調査を行いま

すので 10月末日のデータをもって締めとして報告しておりました。今回もその

つもりで御報告したんですけれども、実際には昨年の 10月末で締めなければい

けないのが今年の１月 22日分までを含めて集計しておりました。すなわち３か

月ぐらい多めに集計しておりまして、全体としては 46名の方が多く報告された

ことになります。  

 詳しくは下の表に書いてありますけれども、こういった次第でございまして、

訂正して、報告したいと思います。以後こういうことがないように気をつけて
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まいりたいと思います。  

 もう１点、有効回答者数に関しても、本来、集計から除外すべきケースが１

件と、集計対象とすべきケースが２件ありまして、差し引きまして１件が実際

有効回答数は増えております。これも併せて訂正として報告したいと思います。

よろしくお願いします。  

 それでは、本題の報告に入りたいと思います。  

 まず、平成 29年度、今年の２月に調査票を発送しました調査の実施状況につ

いて御報告したいと思います。資料１－１を御覧ください。  

 まず、現在の進捗状況、これは今年の６月末日の時点での進捗状況でござい

ますけれども、まず回答状況について御報告したいと思います。子どもさんに

関しては、調査対象者２万 3,000人のうち、現在までに 4,300人弱の方から御返

事を頂いております。回答率は 18.5％でございます。そして、一般の方々は 18

万 2,400名の対象者のうち、約３万 6,200名の方から回答を得ておりまして、回

答率は 19.9％となっておりまして、合計しますと現在までに４万 501名の方か

ら回答を頂いております。回答率は 19.7％でございまして、何とか 20％になら

ないかなと期待しているところでございます。うちオンライン回答につきまし

ては、回答者の中の 6.8％でございました。  

 それから、支援状況ですけれども、最初に設定しました支援状況から若干変

更しております。これは、１つは子どもさんに関してですけれども、「発達や

こころの問題がある方」や「この１年間に学校を休んだ」という方々に関して

支援をするというふうに決めております。  

 それからもう１つ、従来、Ｋ６（全般的な精神健康状態）の得点というのを

重視して、これに基づいたカットオフポイントを設けまして、これに基づいた

支援をしておりましたが、これを 15点以上と設定しておりましたのを 14点以上

としまして、支援範囲を広げているということでございます。  

 以下、次のページを見て頂きまして、尺度以外の項目による支援に関しての

状況も表３のとおりになっております。  

 ①－１の表２の方ですけれども、現在までに 2,000名を少し超える要支援者

がおられまして、そのうちの 1,881名の方に対応しております。対応率 87.4％

でございまして、そのうち支援が終わったという方に関しては 65.9％となって

おります。これは尺度の得点による支援の状況でございまして、次の①－２の

表３の方に尺度以外の項目による支援の状況も載せております。同じく約６割

の方が支援済みとなっております。  

 以上が２月に行いました調査の現在までの実施状況の概要でございます。  

 それから、資料１－２を御覧ください。①－４ページになります。  

 平成 30年度、今年度の調査の実施計画について御説明したいと思います。来
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年の２月に発送予定の調査でございます。  

 目的は従来どおりでございますので割愛します。対象者も例年と変わりませ

ん。 21万人の方を対象としております。  

 調査方法に関しても、概要については変わることは特にございません。調査

回答を受領した後は電話による支援、それから文書による支援ということです

ね。これも特に変わりはございませんし、登録医の先生方への紹介というシス

テムに関しても特に変わりはございません。  

 ①－６ページを御覧頂ければと思います。ここにスケジュールを載せており

ます。本日の検討委員会で調査計画に関して御承認頂きましたら、予定では来

年の２月の発送を目指しまして、すぐに大学の倫理委員会に申請しまして、承

認がおり次第、２月から発送というふうにして調査を開始する予定です。また、

調査回答の受領に伴ってすぐに支援を開始する予定でございます。  

 その２月の調査で用います調査票に関しての御説明をこれからしていきたい

と思います。資料１－４を御覧頂ければと思います。①－ 32ページでございま

す。質問紙がかなり多く、これを一つ一つ説明したら時間がありませんので、

主な修正点、あるいは主に検討した点についてのみ御説明をしたいと思います。  

 資料１－４の方で説明する内容に関しては、まず平成 30年度、今回の調査の

質問項目を修正したものがございますので、それについて御説明しまして、そ

の後に、昨年度、質問項目を少し増やしましたので、それについて１年たって

みてどうだったかということを今回検討しましたので、その結果についても併

せて御説明したいと思います。  

 まず、①－ 33ページを御覧ください。まず、修正項目について御説明したい

と思います。まず、この検討委員会でも御質問があったんですけれども、子ど

もさんの具合、メンタルヘルスの状況と親御さんのメンタルヘルスの状況が関

連があるんじゃないかという御質問を頂きまして、しかし、今までの調査では

ここが紐づけられておりませんでして、よくわからなかったんですけれども、

それに関して前回の調査から子どもさんに関しての調査票に保護者の調査ナン

バーを記載する、ＩＤ番号を書いて頂くことにしております。少し記載者の方

の労力を要するんですけれども、それによって紐づけの可能な方も出てきます。  

 そういった項目を設けたんですけれども、変更前にありますように、単なる

空白欄で書いていますとかなり間違いがございましたので、今度はこういうふ

うに 10桁の枠を設けまして誤りがないように記載して頂くような工夫をしてお

ります。  

 それから、次に質問項目でもう１つ修正した点がございまして、それは同居

者についてという項目でございます。この同居者につきましては、平成 28年度、

一昨年度の調査までは「何人と同居していますか」というふうに人数を確認し
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ていたんですけれども、昨年度からは「誰と同居していますか」というふうに

調査項目を修正、追加しております。ところが、ここの変更前にありますよう

に、結構詳しく聞いておりましたところ、やはりかなり誤記載がありました。

また詳しく聞いておりますものですから、記載者の方の負担も大きかったと思

います。そこで今回は若干変更しまして、答える項目、選択肢を減らし、大体

３世代、世代間にまたがるような同居者についてお尋ねするということに修正

しております。この２点について今回は修正をしております。  

 それ以外に、特に修正はしなかったんですが、前年度に追加した項目が幾つ

かございまして、その項目について１年経ってみて検討しましたので、それに

ついても御説明したいと思います。  

 ①－ 34ページからですけれども、まず、子どもの発達のところに関して、従

来、子どもの発達に関しての問題については、平成 28年度調査まではＡＤＨＤ

の項目しか入れておりませんでした。しかし、もちろん発達には他にもいろい

ろ問題がございますので、この表にありますように、考えられる発達の問題、

あるいは行動上の問題、チックとか夜尿とかですね、それからうつであるとか

ＰＴＳＤといった精神症状にまつわる問題、あるいはひきこもり、いじめとい

ったこと、広範な問題をお尋ねしている項目を設けました。  

 検討委員の先生から、ちょっと詳しすぎるんじゃないかと、例えば自閉スペ

クトラム障害でも答えられないんじゃないかという御指摘がございまして、改

めて検討してみましたが、これは親御さんがチェックするんですけれども、大

体親御さんがきちんとチェックされているようでございまして、出現頻度は予

想できる疫学的な研究の結果と大体一致しておりましたので、これは妥当な結

果ではないだろうかということと、もちろんこういったことに関しては支援に

は非常に役に立つということがございますので、この項目はそのまま続けてい

く予定にしております。  

 それから、次の①－ 35ページですけれども、これは登園・登校についての設

問でございます。これも前々年度までは登校・登園しぶり、学校に行きたくな

い、幼稚園・保育園に行きたくないということに関しての設問はございました

が、前年度からはそれだけではなくて、実際に行っていないかどうかというこ

とも併せて尋ねるようにしました。  

 特に小学校以降に関しましては、不登校を 30日で区切りまして、これは文科

省の方の不登校の定義で、その年度で合計で 30日以上休んだら不登校と言うと

いうことがございますので、そことも何となく比較できるような形で見ていき

たいということもありまして、そういった質問項目を設けておりました。  

 これも１年経って検討してみましたが、きちんと記載されている人がおられ

たということと、例えば登校しぶりのお子さんを持つ親御さんが必ずしも負担
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になっているわけではないと。学校へ行ったか行っていないか、幼稚園・保育

園へ行ったか行っていないかのほうが負担感と関係しているのではないかとい

うことがうかがわれましたので、やはり実際に行っていないかどうかというこ

とを大きな目安にしたいということで、これについても今年度の調査では継続

していきたいと思っております。  

 それから、次の 36ページですけれども、ここは育児に関する相談ということ

を尋ねております。これはもちろん親御さんというのが子どもさんの問題を抱

えて相談できないということがありますと、もちろん親御さんのメンタルヘル

スにとってもよくないし、子どもさんのメンタルヘルスにとってもよくないと

いうことがございますので、ここに関してはいろいろ詳しく聞くようにしてお

りました。  

 実際１年間やってみますと、ここに、例えば困ったことがあったとしても、

実際に相談をしている機関を持っていらっしゃる方は、支援といってもそれほ

ど切迫されていないだろうと。むしろ支援する相談相手がいないという方にや

っぱり支援の焦点を当てるべきだと考えまして、考えたような形での支援がで

きるということがございますので、この項目に関しましても、そのまま今年度

は継続して見ていきたいと思っております。  

 それから、①－ 37は一般の方々への設問でございます。これは、当初は食行

動に関しての質問が 10項目あって、もしかしたらこの質問項目は多すぎるので

はないかということで一度削除したことがございます。しかし、昨年度、まず

こういった食行動が生活習慣に非常に大きな影響を及ぼすだろうということと、

身体疾患だけではなくメンタルヘルスにおいても関連があるというような研究

がございますので、新たに復活してこういった問題を尋ねるということにして

おります。  

 これもやはり記載された方はきちんとここの項目に関しましても記載をされ

ておりまして、また、こういった食行動に関しては電話支援を行う場合にも支

援をしやすい、助言しやすいということがございますので、非常に有用だった

ということがございまして、これはそのまま残していきたいと考えております。  

 それから、最後の項目になりますが、①－ 38ページですけれども、もちろん

この調査というのは基本的には震災後、災害が与えた影響に関する調査、災害

が与えた精神保健上の問題を念頭に置いて調査を立案しているんですけれども、

時間が経っていきますと、それ以外に様々いろんな問題、ストレスフルな問題

が起こってくるだろうと。加えて、それはネガティブなものばかりではなくて、

例えば結婚であるとか進学、あるいは昇進といった一般にはポジティブと考え

られているようなイベントも体験されているだろうと。そういったことが現在

の状況にどのように影響しているかとか、あるいはそういったことがどのよう
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に支援に活かされるかということを念頭に置きまして、前年度こういった項目

を新たにつけ加えるようにしました。  

 この回答状況をちょっとまた検討しましたが、ここもちょっと項目数が多い

ので住民の方に少し御負担になったのではないかなと思いましたけれども、回

答された方はここも丁寧に記載されておりまして、とりわけ電話支援において

は非常に短時間で適切な状況把握と助言をしなければなりません。それにおい

て、こういったことがチェックしてあるとスムーズにそういった助言、支援が

できるということがございまして、ここはそのまま残していきたいと考えてお

ります。  

 以上、主要な変更点並びに検討点でございまして、実際のでき上がった質問

票に関しましては①－８ページから資料１－３の方に詳しく出ておりますので、

御覧頂ければと思います。  

 最後に、資料１－３の中の後ろの方なんですけれども、①－ 29ページは説明

文書でございます。我々の調査は同意書というのをとらずに、こういった文書

を送付しまして、返信をもって同意とみなすという形で進めております。その

同意書の中身が①－ 29でございます。これに関しては１か所、当初はこの回答

結果に関しての公表ということ、個人情報を特定しない形の公表をしますと書

いてありましたが、支援の内容に関しましてもこのような形で御報告しており

ますので、支援の内容等についても御報告するということを同意文書の中に盛

り込んでおります。  

 それから、①－ 30は前からつけております簡単なＱ＆Ａでございまして、こ

れはホームページでもあるものでございます。  

 それから、①－ 31はこういった形での個人結果の通知を行いますという案内

でございます。こういった個人結果の通知を行いますので、是非記載してくだ

さいという趣旨から、こういったことを詳しく説明しております。この個人結

果通知は調査開始して４年目から始めたんですけれども、もちろん年を経るご

とにだんだん繰り返し返信されている方はその情報があります。その中で、少

なくとも１年前の状況に関しては、比較できるような形で示す形にしておりま

す。この個人結果通知書に関しましては、来年２月に調査票を発送して、その

後、多分９月以降の発送になりますので、調査に関しましては、またこの検討

委員会で御報告して、委員の方の御意見を伺いたいと思っております。  

 以上、平成 29年度調査の実施状況と、それから平成 30年度、今年度調査に関

する計画及び質問票の変更点、検討点について御報告しました。以上でござい

ます。  

 

星北斗  座長  
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 ありがとうございました。  

 それでは、早速ですが、御質問、御意見があればお伺いしたいと思います。

委員の皆さん、お願いします。どうぞ。  

 

山崎嘉久  委員  

 先ほど質問票のところで、親と子どもの紐づけをやるというお話が出てきた

ので、少し膨らんでしまうかもしれないんですけれども、経年的にずっとやっ

ておられて、恐らくこの対象地域の方はそれまで成人の方で独身の方が結婚し、

子どもを新しく妊娠して持たれた方がだんだんこれから起きてくると思うんで

すが、その辺の紐づけとか、うつの問題なんかが質問にありますけれども、妊

娠しましたかという質問はないんですけれども、そういうことを分析したり、

親と結びつけて、そういう御計画とか、そういうプランがあるかどうか。とい

うのは、今やっぱり、この原発のことではなくて、要するに、地域をまたいで

暮らしていらっしゃる人で、そこで更に今、日本中で産後うつ病だとか、妊婦

さんのメンタルヘルスの問題が非常に関心が高くあって、それがこういうある

意味特殊な状況でより強く影響が出るのか、それとも出ないのかみたいな、健

康をサポートするテーマもあろうかと思うんですけれども、そういう意味でち

ょっと思いつきで申し訳ないんですけれども、質問させて頂きます。  

 

星北斗  座長  

 いかがでしょうか。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 今、委員が御質問になったことに関しましては、子どもさんと同居している

親御さんが子どもさんに与える影響とかインタラクション（相互作用）とか、

そういうことではなくて、親御さんというか、大人の方がうつになったり精神

面の影響が何か出てきたと。その方の子どもさんが産まれた場合の影響という

ことでございましょうか。  

 

山崎嘉久  委員  

 はい、そのとおりです。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 すみません、私たちの調査ではそこに関しては追跡、あるいは何か検討する

という予定は現在のところございません。  
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星北斗  座長  

 よろしいですか。どうぞ。  

 

山崎嘉久  委員  

 わかりました。計画はないということで、承知はいたしましたけれども、比

較的、これから長めにやっていくとかなり重要な問題になろうかと思いますが、

現時点ではないということで承知いたしましたが、将来必要性が何か感じられ

た場合には御検討頂ければと思います。  

 

星北斗  座長  

 多分妊産婦調査の話と重なったり、連携したりということがあると思うので、

藤森先生、もし発言があればどうぞ。  

 

藤森敬也  妊産婦調査室長  

 今の御質問は、妊産婦調査の藤森からお話しさせて頂きたいと思うんですが、

先生御指摘のとおり、今、全国的に周産期、産後うつというのが非常に注目さ

れておりますが、妊産婦調査室では詳細なうつの調査ではないのですが、簡易

的な２項目でのうつ傾向ということで調査を進めておりまして、それはもう初

年度の平成 23年度の方々からやっておりまして、それは報告しております。な

ので、Ｋ６とかそういう詳しいものではないのですが、簡易版のうつ項目での

スクリーニングをして、そのような方に支援とか、ほかの影響とか、そういう

ものは今、分析、報告しているところでございます。  

 

星北斗  座長  

 よろしいでしょうか。長期的に言えば今おっしゃったように、避難者、避難

をされた、対象者がちょっと違っているものですから、すぐにくっつけること

はできないのかもしれませんけれども、御指摘のように産後うつの問題は非常

に大きな問題として今注目されておりますし、これは多分放射線の影響云々

（うんぬん）とか避難の影響云々（うんぬん）というものを超えて、多分母子

保健全体の問題としても考えなければいけないということだろうと思います。  

 ほかに何か御質問、御意見ありますか。どうぞお願いします。  

 

加藤寛  委員  

 兵庫県こころのケアセンターの加藤と申します。初めて出させて頂きますけ

れども、今、前田先生の説明の中で、支援基準を変更し、その中に一般の方を

Ｋ６が 15点以上から 14点以上に１点下げられたわけですけれども、これによっ
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てどのぐらいの変化があるのかということを教えて頂きたいと思います。それ

と、なぜ１点下げたのかということについても教えて頂ければと思います。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 御質問の内容の特に後者の方なんですけれども、最初カットオフポイントを

設定するときは、とらぬ狸かもしれませんけれども、回答率を少し高めに設定

しております。期待を込めてということで。例えば 25％とか 30％とかの回答率

があった場合に、どのぐらいの点数までだとケアできるかという形で出してお

ります。しかし、残念なことになかなかそこに達しませんで、大体見込みより

も数ポイント下がってしまいますので、その分、当然想定していた要支援者の

数が減ってしまいます。ですから、必ず調査票を発送して２か月ぐらいの間に

見込み数を出しまして、我々の力量で我々のチームでできる要支援者を算出し

て、もう１回支援基準を見直すという作業を毎年行っております。大体こんな

形でカットオフポイントを下げていきまして、なるべくたくさんの人に支援を

しようとしております。  

 結果としてどのぐらい上がったかはちょっとまだ継続中でございまして、確

たるデータはないんですけれども、変更する理由というのはそういったことで

ございます。  

 

加藤寛  委員  

 ということは、少しその支援する側に余裕が生まれて、支援をする範囲を広

げていくということと理解してよろしいですか。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 そうですね、委員も御存じのように、Ｋ６で 13点というのはかなりそもそも

高めの設定でございますので、なるべくいわゆる臨床域でない方々にも支援を

したいというのがありますので、下げられる分はなるべく下げていきたいと思

っております。  

 

星北斗  座長  

 よろしいでしょうか。そのほかあればですが。どうぞ。  

 

堀川章仁  委員  

 ちょっと教えて頂きたいことがあるんですけれども、①－ 38の質問内容で、

「パートナーとの離婚」という言葉というのは言えるんですか。  
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前田正治  健康調査県民支援部門長  

 「震災以外のストレス要因」に関してのところですかね。  

 

堀川章仁  委員  

 そうですね。「震災以外のストレス要因の有無について」で、ここの８番に

「配偶者・パートナーとの離婚」という言葉を使っていらっしゃるみたいなん

ですけれども、パートナーとの離婚という言葉はあり得るんですか。  

 

前田正治  健康調査県民支援部門長  

 これ、ごめんなさい。確かに委員の御指摘のとおりで、これは離別ですね。

結婚ではない状態を普通パートナーと呼ぶ、内縁状態とか、そういったことも

念頭にありますので、ちょっとこの文章に関しては今の委員の御指摘がありま

すので、離婚というよりも離別の方がふさわしいかもしれません。検討してみ

たいと思います。ありがとうございました。  

 

星北斗  座長  

 よろしゅうございますか。  

 それでは、次にまいります。これに関連しましてですけれども、資料番号５

でございますが、県外避難者の心のケア訪問事業、県でやっている事業につい

ての御説明と御質疑をお願いしたいと思います。まずは説明をお願いします。  

 

遠藤智子  障がい福祉課長  

 私は福島県障がい福祉課の遠藤と申します。よろしくお願いいたします。  

 私は、避難者の心のケアを所管しておりまして、前回のこの検討委員会の中

で、県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」の結果で、県外

の避難されている方々の方がうつ傾向が高いなどといった報告がなされたとこ

ろでございましたので、本日は県として取り組んでおります県外避難者に対す

る心のケア事業について、少しお時間を頂きまして現状を説明させて頂きたい

と考えております。  

 資料５、１枚で両面になっている資料なんですが、こちらを御覧頂きたいと

思います。  

 まず、１番のところなんですが、こちらは現在これまで取り組んできた心の

ケア事業なのですが、福島県から避難者が比較的多いと思われます都道府県を

中心にいたしまして、平成 25年度から順次、避難先の臨床心理士会ですとか精

神保健福祉協会など、専門職の団体の御協力を頂きまして、そちらに委託した

形での心のケアを実施しております。現在、御覧のとおり 10都道府県にお願い
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しているところであります。  

 活動内容なんですけれども、これはそれぞれの団体の専門性ですとか、それ

ぞれの地域の状況に応じて工夫して実施して頂いておりますので、一律という

わけではないんですけれども、電話相談の開設ですとか、あるいは避難者の

方々が集まるサロンや交流会などでの相談支援を実施して頂いている団体が多

い状況にあります。  

 また、こうした県民への直接的な支援のほかに、避難先の支援関係者が行う

事例検討会ですとか支援者会議などに参加して委託団体が助言したりとか、あ

るいは支援者向け研修会そのものを開催して頂いている団体もあるなど、間接

的な避難者に対する支援活動といったものも実施して頂いているところであり

ます。  

 なお、これらの実績なんですけれども、平成 29年度の数的なものとしまして

は、最初に申し上げました直接的な支援を行った数は、 10都道府県合わせまし

て 1,290人の方々へ直接支援を行いました。また、後段のほうで申し上げまし

たけれども、事例検討会や研修会の開催などの開催件数という面で見ますと、

10都道府県合わせて 127回を開催しているという状況にあります。  

 めくって頂きまして裏面なのですが、⑤－２について、こちらは少し新たに

始める事業なんですが、今ほど御説明しました１番の取り組みについては、ど

ちらかといいますと御本人が自ら電話相談に電話をかけたりですとか、あるい

は交流会などに参加するという行動する方に向けた支援が主となっております。

一方、そういった相談の機会になかなか参加できない、しない方の中にもやは

り支援を必要としている方がいるのではないかということから、訪問によって

健康状況の把握と相談支援ができるようにという趣旨から、ここのタイトルに

ありますように、県外避難者心のケア訪問事業といったものを今年度新たに実

施することとしております。この事業を委託いたしますのは日本精神科看護協

会でございまして、ここは全国に支部を持っておりますので、対象地域として

は全国となります。  

 具体的な事業の流れなんですけれども、被災市町村からこの事業の対象とな

る、対象としたいという住民の方の名簿を提出して頂きまして、その名簿をも

とに全国各支部の日本精神科看護協会の会員の方に訪問して頂いて、相談支援

を行って頂くという流れになっています。なお、どういった方を対象にするの

かというところは、それぞれの市町村の意向に沿いたいと考えておりまして、

具体的にこういった人たちの名簿を出してくださいというような要件は提示し

ておりません。  

 それから、実際に訪問をやって頂く方々の体制としては、日本精神科看護協

会の会員ではありますが、その中でも訪問看護ステーションですとか、あるい
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は病院内での訪問看護の実績のある看護職が２人で１チームとなって実施して

頂くということを想定しています。  

 事業の周知などは、「ふくしまの今が分かる新聞」に掲載したりですとか、

チラシを郵送するなどといった方法で周知していきたいと考えています。  

 現在の進捗状況なんですが、今年度の新規事業ではあるのですが、現在、被

災市町村から名簿を提出して頂くような照会をしておりまして、また委託先の

団体ではいろんな体制整備といいますか、実際に訪問活動ができるような支援

体制を整えてもらっているところであります。各県支部への説明会を順次やっ

て頂いたりしておりまして、今後はそれに加えて、実際に訪問を実施して頂く

方を対象に、少し福島県の状況などもわかって頂いた上で訪問して頂いたほう

がより適切な支援につながると考えておりますので、研修会なども開催した上

で訪問を実施していきたいと考えております。  

 簡単ですが、以上です。  

 

星北斗  座長  

 ありがとうございます。  

 何かこの件につきまして御質問、御意見があれば伺います。どうぞ、お願い

します。  

 

加藤寛  委員  

 最初の 10都道府県でやっておられるということについて、とてもいいことだ

と思うんですが、阪神・淡路大震災の後も県外避難者に関しまして、こういう

転居先での支援をして頂くことをやったんですけれども、とても大切だったの

が、行った先の地域によって全然対応が違ってくるので、そのスタンダードを

きちんと作らなければいけないということがあって、それぞれの連絡会とか、

一堂に会していろんな問題を共有し合うようなことをやったんですけれども、

福島県の場合、例えば北海道から京都府までありますけれども、この中での連

絡会みたいなことはやっておられるのかということをまずお聞きしたいと思い

ます。  

 

星北斗  座長  

 どうでしょう。  

 

遠藤智子  障がい福祉課長  

 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、やはり横のつながりといいま

すか、それぞれの団体様がやってくださっている内容をある程度情報共有して
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頂いて、よりよいものにして頂こうと考えており、年２回、協議会という形で

開催しております。  

 

加藤寛  委員  

 もう１つありまして、２番目の新規事業はとてもいい試みで、要するに出か

けてアウトリーチをするということはとてもいいことだと思うんですけれども、

ただ、先ほどおっしゃっていたように、精神科の看護師さんだからといって適

切な訪問ができるかというと必ずしもそうではないこともありますし、精神科

の看護師が行くとかえって、何といいますか、精神科の障がい者扱いされたみ

たいにちょっとスティグマを感じる方もおられると思うんですけれども、その

点につきましてどういう配慮をされるのかということと、やはりスタンダード

をどう担保するかというのはとても大きなことになると思うんですけれども、

その辺でどういうことを考えておられるか、お聞きしたいと思います。  

 

星北斗  座長  

 県からお願いします。  

 

遠藤智子  障がい福祉課長  

 その辺は私どもも少し懸念をしておりましたので、１つはさっき申しました

研修会を開催しようと考えており、なるべく福島県の現状ですとか、それから

訪問してケアするということがどうなのかと、訪問看護のプロではいらっしゃ

るんだけれども、またそことは違う支援の仕方というものを学んで頂こうと思

っておりますのと、それから受け手の側というか、住民の立場に立ったときに、

余り精神科、精神科というところを表現せずに、看護師さんが行きますという

形にして、身体的な訴えといいますか、そういったところも丁寧に聞き取るよ

うなことを、導入の部分などでは特に血圧を測るですとか、そういったところ

を大事にしながら、住民の方に余り違和感を持たれないような介入を工夫した

いと考えております。  

 

星北斗  座長  

 よろしいですか。こういうものの実績が上がって、有り難かったというよう

な声が聞こえてくることを期待したいと思いますし、関わる方々の努力に期待

をしたいと思います。  

 ほかに。どうぞ。  

 

成井香苗  委員  
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 伊達市の私の経験だと、保健師と臨床心理士とでアウトリーチで家庭訪問し

てまいりました。その結果はすごく速やかに効果があって、様々な福祉支援サ

ービスにもつなぐことができますし、医療機関にもつなぐことができました。

ですから、せっかく各臨床心理士会の委託もこれまでやってきていることです

ので、看護師さんと心のケアができる心理士さんとで組んでお宅を訪問すると、

非常に即効性のある支援ができるのではないかと思います。そんなふうなとこ

ろもちょっと考えて頂けるといいなと思いました。  

 

星北斗  座長  

 県からどうぞ。  

 

遠藤智子  障がい福祉課長  

 ありがとうございます。 10都道府県については重層的な委託といいますか、

かかわりになるんだろうと考えており、当然、今既に 10都道府県にお願いして

いる先に対しては、今度本県がこういう訪問事業をやりますということは先ほ

どのような会議の場で周知をして、そこはよく連携をとってもらってやろうと

考えておりますし、実は臨床心理士会さんの中にはアウトリーチをこの委託の

中で既にやっていらっしゃるところもあるので、そういったところは十分にそ

ちらを尊重しながらやって頂こうと考えております。  

 

星北斗  座長  

 どうぞ。  

 

春日文子  委員  

 大変踏み込んだ支援をして頂いて、有り難いと思います。  

 ２つ簡単な御質問をお願いしたいと思うんですけれども、転居先で住民票を

移した方についても、元の自治体からの状況に関する情報が提供して頂けるん

でしょうか。  

 それともう１つ、自主避難した方も御希望があればこの各都道府県の委託先、

団体に助けを求めることができるんでしょうか。  

 

星北斗  座長  

 お願いします。  

 

遠藤智子  障がい福祉課長  

 ありがとうございます。被災市町村から名簿を出してもらうという理由は、
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ある程度やはり何か情報がないと入っていけなくて手挙げした人しかかかわれ

ないから原則として出して頂くと考えておりますが、さっき申しましたように、

周知の方法としてはいろいろ広く周知を考えておりますので、例えば住民票を

異動してしまった方でも、もともと福島県から避難した方であったり、あるい

は自主避難であった方であっても、目に触れて頂く機会をなるべく増やした中

で、手を挙げて申し出て頂ければ当然対象にしようと考えております。  

 

星北斗  座長  

 よろしいでしょうか。それでは、そのようにお願いをしたいと思います。  

 それでは、次に議事（２）妊産婦に関する調査についてやりたいと思います。  

 それでは、まず事務局からの説明をお願いします。  

 

藤森敬也  妊産婦調査室長  

 それでは、妊産婦調査室の藤森から御説明させて頂きます。  

 本日は平成 30年度妊産婦に関する調査実施計画について、御検討、御承認頂

ければと存じます。  

 それでは、資料２－１が実施計画、資料２－２が本調査の調査票の中の変更

点、資料２－３が実際の調査票、それからお知らせ、添書ですね、調査票と一

緒に同封するお知らせ、それから今までの結果報告も兼ねまして同封するリー

フレット、それからフォローアップ調査、５番目が御回答頂いた方に対するお

礼状、資料２－４がフォローアップ調査の簡単な結果ということで参考資料と

してつけさせて頂いております。  

 それでは、御説明させて頂きます。資料２－１でございます。  

 平成 30年度「妊産婦に関する調査」、本調査でございますが、実施目的、対

象者は前年同様でございますので省略させて頂きます。  

 （３）実施方法です。調査票の配布及び配布時期ですが、これも原則的には

59市町村から母子手帳を交付された方々を対象にして調査票を送付いたします。

市町村の把握している流産、死産、児の生存が確認できない方というのは原則

的に送付しないということにさせて頂きました。  

 それから、福島県内の産科医療機関にも協力をお願いいたしまして、いわゆ

る里帰りの方々、福島県外に住民票がある方でも福島県内でお産されたという

方は対象者といたします。  

 次のイの回答方法ですが、昨年同様、自記式の調査票とオンライン回答を予

定しております。  

 ウの支援ですが、支援も同じように、必要と考えられる方に関しまして助産

師、保健師等から電話支援を行う予定となっております。メールも今まで同様
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行うことにしております。  

 （４）調査項目ですが、これも平成 29年度と大きな変更はございません。  

 （５）スケジュールですが、昨年同様、平成 30年 11月から調査票を発送いた

しまして、本年度も分娩予定日に合わせまして３回に分けて発送する予定でご

ざいます。  

 めくって頂きまして、調査票の流れのポンチ絵ですが、このような形で行い

たいと思っております。  

 大きな２番、フォローアップ調査（追跡調査）でございます。御説明させて

頂きます。  

 震災時の調査回答は特にうつ傾向の割合が高かったことから、育児に自信が

ないと感じる母親が増加する時期の出産４年目に当たる平成 27年度から、これ

は平成 23年度の初年度に回答してくださった方が対象になっておりますが、昨

年度の平成 29年度までフォローアップ調査を３年間実施してまいりました。そ

の結果、平成 27年、 28年、つまり震災の最初の年、それから翌年に出産された

方に比べまして、平成 29年度回答された方、３年目に分娩された方ですが、フ

ォローアップ調査ではうつ傾向はやや減少している傾向にはございましたが、

平成 29年度の本調査のうつ傾向より上回っている状況、支援率も依然として高

いということで、平成 30年度も分娩後４年目に当たる方々にも実施するという

ことをこちらの方で提案させて頂きました。  

 資料２－４を御覧ください。それが今お話ししたフォローアップ調査の簡単

な結果でございます。１の回答状況ですが、おかげさまで３年目の平成 25年度

にお産された方、分娩された方の回答率は 47％と非常に増えてございます。  

 ２番目なんですが、その回答してくださった方々のうつ傾向の推移というこ

とで出しております。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、矢印で書いて

ございます上から３番目の方々が平成 25年度にお産されて、フォローアップ調

査として 29年度に回答された方のうつ傾向になります。平成 25年度のフォロー

アップ調査の対象者の方々は 23.7％といううつ傾向でございましたが、本調査

の平成 29年度、これは暫定的な数字でございますが、 20.8％よりも若干、経年

的に減ってはおりますが、 29年度と比べても高いということで、４年目の平成

26年度にお産された方々も平成 30年度にフォローアップ調査を行うことを決め

させて頂きました。  

 続きまして、資料２－１に戻って頂きまして、（１）対象者ですが、今御説

明いたしましたように平成 26年度の回答者で、流産、中絶、死産された方は除

いております。それから、実施方法は調査票、資料２－３のフォローアップ調

査というもの、はがきでお送りするのと、それからオンライン回答も予定して

ございます。  
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 続きまして、次のページに行って頂きまして、（３）調査項目、これも昨年

と同様、同じ項目で行う予定とさせて頂いております。  

 ３番目、関係機関との連携ということで、主に市町村の方々との関係機関と

いうことで連携を密にして各地域の意見を反映させつつ、回答率の向上及び得

られた回答に基づく妊産婦支援の向上に努めるということで、（１）調査結果

の周知ということで、福島県内の市町村、保健師等、母子保健にかかわる方を

対象とした研修会等について私が報告する予定とさせて頂いております。  

 （２）のリーフレット、これは資料２－３の４にございますが、リーフレッ

トを作成いたしまして、更にデータは新しいものに更新させて頂きまして配布

する予定としております。先ほどもお話ししましたが、調査票の送付時にはこ

のリーフレットも同封させて頂きます。それから、県内の協力機関、関係機関

にも配布し、調査を周知する予定としております。  

 以上が実施計画でございます。  

 資料２－２でございますが、これは本調査の調査票の変更点をピックアップ

させて頂きました。基本的には年度がかわったことによる数字の変更、それか

ら、めくって頂きまして、その他ということで、ちょっと回答の仕方を見てわ

かりづらいだろうというところをよりわかりやすくするために、文章を変えた

り二重線を引いたりして調査票を作成しております。基本的には調査項目等は

平成 29年度と大きな変更はございません。  

 以上ですが、よろしいでしょうか。  

 

星北斗  座長  

 ありがとうございます。  

 何か、まず質問、御意見があれば伺います。どうぞ。  

 

室月淳  委員  

 結局、平成 30年度の調査というのは、基本的にはこれまでの調査と全く同じ

ものなんですね。  

 

藤森敬也  妊産婦調査室長  

 はい、その予定でございます。  

 

室月淳  委員  

 そうしますと、ここで討議する内容かどうかは別なんですが、前回もちらっ

とだけお話ししたんですが、結局この妊産婦調査を今後どういうふうにしてい

くかというのをそろそろきちんと考えなくてはいけない時期に来ていると思う
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んですね。こういった分野においては、前もお話ししましたけれども２つあり

まして、事故当時に妊娠している、あるいは受精していたときに受けた直接的

な影響、それからもう１つはもう少し長い目で見た遺伝学的な影響だと思うん

です。  

もう明らかに事故初年度、次の年というのはデータがまとまって、影響がな

いという形でほぼ結論が出ていますので、その後ずっと同じことをやっていて

も、これはもう別な結果が出るということはまず考えられないということかな

と思います。  

 それから、２番目の遺伝学的な影響に関しては、これはちょっと評価が恐ら

く難しいところがあると思うんですが、まず、これまでの疫学調査、例えば長

崎のそういった疫学調査とかから考えて、被ばくの量が桁違いに少ないもので

すから、まずないだろうと。仮にそれをきちんと出すとすれば、これは２世代、

３世代にわたっての長期の本格的な研究が必要ですから、こういったレベルで

はまだそれは判定できないという形で、なかなか今後、これをどういうふうに

していったらいいかというのを少し議論する場をつくって頂ければと思ってい

ます。  

 

星北斗  座長  

 この間もそういう御提案を頂いたと思いますが、現時点での調査を、少なく

とも私が理解しているのは、放射線そのものの影響云々（うんぬん）を明らか

にしようというよりは、間接的に母親や育児に携わっている人たちの持ってい

る様々な心の負担にどう寄り添うのかというのが私はもう既にメインテーマだ

と思っていますし、その辺の必要性について先ほどお話があったように、直後

に産んだ方のその後の様子を見ても必ずしも改善していることでもないという

ことですので、私は支援のきっかけとしてのこの調査というものがどうなのか

ということをそもそも議論するというのであればそれはそれでするべきだと思

いますが、何か藤森先生の方からコメントがあればお願いします。  

 

藤森敬也  妊産婦調査室長  

 そうですね、今、座長からもございましたが、室月委員がお話しされたよう

に、１つはそういうことがわかってきたということと同時に、まだ支援が必要

な方が減ってはきていらっしゃいますけれども、実際にいらっしゃるというの

は事実でございます。ただ、調査と支援というのはまた別な形でできるという

こともあるかもしれませんので、それは機会があればそういう検討の機会、話

合いの機会というものを設けて頂くということはこちらとしても検討して頂け

れば有り難いと思います。  
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 先ほどちょっとお話がございましたけれども、産後うつに関しましても、日

本全国で、もちろん福島県も県の母子保健の担当課とともにそういう事業はも

ちろんやっていく予定になっていますし、実際もう始まっておりますので、県

民健康調査だけで支援しているわけではないということももちろんあると思い

ますので、今後そういうところの検討ということも機会があれば場を設けてや

って頂ければと思っております。  

 

室月淳  委員  

 実は私、妊産婦の方の母体死亡の症例の検討委員をやっていますが、今、産

前産後に関する精神的な疾患、産後うつなどということに関して非常に注目を

浴びており、学会や行政でそれに対する対応を全国的に始めております。それ

は、現在年間 100万人の分娩の中で母体死亡というのが大体 30人から 40人ぐら

いまで下がったにもかかわらず、産後うつなどによる自死の数が、どうも推計

で年間 100人を超えていることがあきらかになってきました。これはなかなか

我々産科医療現場ではつかまえることができない。自殺した後そのまま処理さ

れてしまうということなのですが、そういった自殺による妊産褥婦死亡に対応

していくためには、これまでの分娩による出血死などといった純粋に医学的な

ことを超えて、妊産婦のメンタルな面のケアを、病院だけではなくて行政も含

めて行っていこう、そのためには現状をしっかり把握していこうという形で全

国でやっています。ですから、福島県の状況においても、今の県民健康調査と

いう枠組みからもう少し発展的に広げて、妊産褥婦の心理的なケアにしっかり

対応できる体制でやっていくのが私は望ましいと思っています。決してやめる

べきだとかと言っているわけではありません。ただ、今、年間の相談件数とか

ケアとかというのは大分減ってはきているはずですね。ですから、そういった

ことも含めて、改めて今後どうしていったらいいか検討すべきではないかとい

う意見です。  

 

星北斗  座長  

 ありがとうございます。先ほどの心の健康の問題もそうですし、この問題も

そうだと思いますけれども、違う展開の場面にさしかかりつつあるというのは

多分委員の皆さんも同じ認識だと思います。今年度の調査はこのような形でや

らせて頂きますが、次年度以降、調査という形がいいのか、様々に行われてい

るその他の事業ですね、妊産婦に対する様々な支援というのは市町村その他で

も直接やっているものもございますので、それらとの関係の整理もしながら、

県民健康調査という枠組みでどこまでかかわり、どんなふうにしていくのかと

いうのは議論を進めるべきだという御意見です。私もそのように思いますが、
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何かこの点、つまりそういうことを今後考えていこうということについて御意

見があれば伺いたいと思いますが、どうぞお願します。  

 

山崎嘉久  委員  

 今の議論で、この②－ 16ページの回答者のうつ傾向の推移が 27％から 20％に

７年間で減っているという現象は、これは恐らくＮ（数）が大きいですから、

統計学的にも恐らく完全に有意差が出て、この要因がＰＴＳＤの影響が減った

ということだけで説明できるのか、それともその支援体制がちょうどこの時期

一致して子育て世代包括支援センターとか、今、座長がおっしゃったように、

いろんなことが始まってきている時期でもありますので、そこを丁寧に分析を、

恐らくそれは回答者とこれで紐づけできないんですが、市町村事業とか、市町

村でもＥＰＤＳはかなりとっていらっしゃると思いますので、その傾向との関

連とか、その次の段階として、そういう既存のメンタルヘルスのいろんな産婦

人科の先生との連携とか、そういう状況を分析されて、下がって単純によかっ

たではなくて、むしろ要因から次に更に下げていくということにつなげて頂け

ると、この調査の意味がとても重要であろうかと思います。  

 

星北斗  座長  

 よろしゅうございますかね。県とも相談をしてですけれども、私が全て預か

るわけにいきませんけれども、今後どういうふうにしていくのかというのは実

際に調査その他、支援を行っている医大の皆さん方とも話合いをしながら、漠

然と何か検討の場を設けましょうといってもなかなかぴんと来ないので、どう

いう形で検討するかということも含めて議論させて頂きたいと思います。  

 ほかに何かございますか。津金先生、どうぞ。  

 

津金昌一郎  委員  

 このうつ傾向の割合が例えばほかの地域と比べて多いのか少ないのかとか、

そういうことは何か得られるようなものはあるんでしょうかということと、ち

ょっとそれに関連するんですけれども、例えば妊産婦の調査では環境省のエコ

チル調査とか東北メディカル・メガバンクの三世代コホートで妊産婦のいろん

な調査とかやっているかと思うんですけれども、そこと何か同じような調査票

とかがあるとか、あるいは何らかの連携とかそういうのはあるんでしょうかと

いうことをお伺いしたいと思います。  

 

星北斗  座長  

 藤森先生、その辺はいかがでしょうか。  
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藤森敬也  妊産婦調査室長  

 「健やか親子 21」というので調べているものがございまして、以前、すみま

せん、これは簡易法の２項目でのうつ傾向なものですから、それとの換算法で

比べても若干高いということは説明させて頂きましたけれども、それももちろ

ん地域差もございます。先ほどもありましたけれども、地域差もございますし、

それからいろんな関連というものも今検討しているところでございますし、若

干高いというデータはございます。  

 

星北斗  座長  

 よろしいですか。  

 

津金昌一郎  委員  

 エコチル調査とか東北メディカル・メガバンクとかの連携について少し教え

て頂ければと思います。  

 

藤森敬也  妊産婦調査室長  

 それは県民健康調査とエコチル調査の連携ということでしょうか。福島県も

エコチル調査に入っておりますが、そういう意味でございましょうか。  

 

星北斗  座長  

 どうぞ、梅田委員。御発言があれば。  

 

梅田珠実  委員  

 まず、エコチル調査について御説明を少し加えたいと思います。エコチル調

査というのは、子どもの健康と化学物質の影響を見るために行っている、全国

で 10万人の親子の方々に参加をして頂いて、全国規模で見ているということで

す。ですので、妊産婦の方々はもちろん協力を得ているんですが、妊産婦の

方々御自身を見ているのではなくて、胎児期の化学物質のばく露、重金属であ

ったり、様々な身の回りの化学物質にどういうふうにお母さんのお腹の中で子

どもたちがばく露していて、それが子どもたちが成長するに従ってどんな健康

問題と関係があるのかないのかということを明らかにすることですので、直接

この県民健康調査の妊産婦に関する調査として、この妊産婦の支援をターゲッ

トにやっておられるものとちょっと性格が違うものではないかと考えておりま

す。  
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星北斗  座長  

 よろしいでしょうか。  

 それでは、この件については今後の検討ということで私にちょっとお預かり

を頂きまして、県とも相談をさせて頂きたいと思います。  

 それでは、次にまいります。次に、議事（３）甲状腺検査について事務局か

ら説明をしてください。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 福島県立医科大学の甲状腺検査部門の志村から御説明いたします。  

 それでは、資料３－１の③－１ページを御覧ください。  

 県民健康調査甲状腺検査本格検査（検査３回目）の実施状況について御説明

いたします。これは本格検査（検査３回目）の実施状況につきまして、平成 30

年６月 30日までの数字を取りまとめたものです。  

 １の目的から次ページ（③－２）の実施対象年度別市町村は記載のとおりで

あります。また、実施機関につきましては、一次検査の県外実施機関が前回よ

り３か所増えまして、 114か所になっております。  

 ③－３ページ目を御覧ください。調査結果の概要です。一次検査結果の

（１）一次検査実施状況について、 33万 6,669人を対象としまして、 21万 7,506

人、 64.6％の方に検査を実施しました。そのうち 21万 7,472人の方の検査結果

が確定しております。  

 検査結果の内訳は、Ａ判定は 21万 5,990人で 99.3％、Ｂ判定は 1,482人で

0.7％となっております。  

 なお、５年ごとの節目に検査を行う検査対象者、これは 25歳になる方で、平

成４年度、５年度生まれの方は別途計上することとしておりまして、平成４年

度生まれの対象者の方は平成 29年度に、平成５年度生まれの対象者の方は平成

30年度に検査を実施することとなっております。現時点におきましては、これ

らの方２学年分でありまして、検査の実績の数字も少ないこと、また検査間隔

もそれ以下の学年の２年間隔とは異なっていることから、同時に報告するのは

非常に難しいということで別途報告しておりますが、節目の対象者の報告の頻

度につきましては半年ごとの報告を考えておりまして、今回掲載はしておりま

せん。  

 次に、③－４ページ目を御覧ください。（２）年齢階級別受診率ですが、 18

歳以上の年齢階級では平成 28年度実施対象市町村で 16.7％、平成 29年度実施対

象市町村では 16.1％となっております。詳細は表３のとおりであります。  

 （３）本格検査（検査２回目）の結果との比較です。本格検査（検査２回

目）でＡ判定と判断された方 20万 1,288人のうち本格検査（検査３回目）でＡ
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判定と判断された方は 20万 596人で 99.7％、Ｂ判定は 692人で 0.3％でした。ま

た、検査２回目でＢ判定と判断された 1,136人のうち検査３回目でＡ判定と判

断された方は 438人で 38.6％、Ｂ判定は 698人で 61.4％でした。  

 ③－５ページ目を御覧ください。二次検査の結果です。（１）二次検査実施

状況につきましては、平成 28年 10月から検査を開始しておりまして、対象者

1,482人のうち 913人が受診しまして、 826人が二次検査を終了しております。

二次検査が終了した 826人のうち 86人はＡ１あるいはＡ２相当、 740人がＡ１・

Ａ２相当以外となっております。うち細胞診は 45人に行い、これは前回より 10

人増えておりますが、詳細については表５のとおりであります。  

 なお、Ａ１・Ａ２相当以外の方は概ね６か月又は１年後の診療になる方を含

んでおります。  

 （２）細胞診等結果について御説明します。前回から悪性・悪性疑いとなっ

た方が３名増えて 15人となっております。性別は男性８人、女性７人となって

おりまして、前回から男性が１人、女性が２人増えております。また、 15人の

前回検査はＡ判定が８人、Ｂ判定が４人、未受診の方は３人でした。詳細につ

いては表６のとおりであります。  

 ここで、関連しますので、③－ 20ページをお開きください。別表６の悪性な

いし悪性疑いの方の手術症例は、悪性ないし悪性疑いの方が 15人のうち手術実

施が 11人で、病理診断は乳頭がんが 11人となっておりまして、前回から２名増

えております。  

 ③－６ページ目にお戻りください。（３）細胞診等で悪性ないし悪性疑いで

あった方の年齢分布についてですが、震災当時の年齢による分布については図

３、二次検査時点での年齢による分布は図４のとおりでございます。  

 ③－７ページ目を御覧ください。これら細胞診等による悪性ないし悪性疑い

であった方の基本調査結果につきましては、基本調査問診票を提出された方は

５名おりまして、そのうち最大実効線量は 1.5ｍ Sｖと、前回と変更はございま

せん。  

 次に、③－９ページを御覧ください。（６）地域別二次検査結果ですが、悪

性ないし悪性疑いの方の割合は、避難区域等の 13市町村、中通り及び会津地方

が 0.01％、浜通りが 0.00％となっております。詳細は表 10のとおりであります。  

 ③－ 10ページを御覧ください。こころのケア・サポートについて御説明いた

します。なお、今回、節目対象者の報告を行っていないことから、節目対象者

を除いた数字の報告となります。  

 （１）一次検査におけるサポートにつきましては、平成 27年７月から公共施

設等で説明ブースを利用された方は、受診者３万 2,535人中、２万 7,582人でし

た。  
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 （２）二次検査におけるサポートにつきましては、本格検査開始後、 1,149

人をサポートしており、延べ 2,353回の相談対応を行っております。詳細は記

載のとおりであります。また、保険診療移行後についても、病院のチームと連

携しまして継続して支援を行っております。  

 なお、二次検査におけるサポートの実数人数につきましては、これまでも平

成 26年８月から前回の本年６月まで報告してまいりましたが、精査の結果、 22

歳以上の対象者を含んでおりませんでした。その対象者は先行・本格検査合わ

せて 101名となっておりました。今回の報告に関しましては節目の対象者は除

かれておりますが、以前含まれていなかった 22歳以上の方を含んだ内容となっ

ております。今後は検査回数や節目対象者ごとに集計していく考えでございま

す。  

 ③－ 11ページ以降は詳細な結果を別表で示しております。  

 検査３回目の実施状況についての報告は以上であります。  

 続いて、③－ 21ページ目を御覧ください。資料３－２となります。  

 これは甲状腺検査の本格検査（検査４回目）の分の実施状況でございます。

前回の検討委員会では、甲状腺検査本格検査（平成 30・ 31年度実施）との表記

でありましたが、今後年号も変わることもございますので、前回の検査に継続

する形で検査４回目とさせて頂きました。これは平成 30年６月 30日までの数字

を取りまとめたものを報告いたします。  

 ３の実施期間を御覧ください。今まで計画では平成 30年５月１日からとして

おりましたが、４月に試行的に大学での検査を行ったことや、一部の検査実施

機関では既にその分の検査が開始されていたことから、平成 30年４月からとい

う表記をさせて頂きました。また、実施期間における対象者は、検査実施年度

ごとに対象になる方を整理して記載しております。  

 ③－ 23ページ目を御覧ください。調査結果の概要です。一次検査結果の

（１）一次検査実施状況に関しましては、 29万 3,850人を対象としまして、１

万 6,362人、 5.6％の方に検査を実施しました。そのうち 953人の方の検査結果

が確定しております。結果の内訳は、Ａ判定は 945人で 99.2％、Ｂ判定は８人

で 0.8％となっております。詳細は表１のとおりであります。  

 なお、検査対象者が検査３回目の 33万人から 29万人になっておりますのは、

検査４回目の資料においても 25歳の節目の検査対象者を本資料から除いている

ためでありまして、本資料から除いた節目対象者、平成４年から平成７年度生

まれの方は今後節目の検査に関する資料で計上していく予定であります。  

 結果判定者の結節・のう胞の人数及び割合は表２にお示ししましたので御覧

ください。  

 ③－ 24ページ目を御覧ください。年齢階級別受診率は、まだ検査が始まった
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ばかりでありますが、 18歳～ 24歳の年齢階級で平成 30年度実施対象市町村は

1.1％、平成 31年度は 0.4％となっております。  

 （３）本格検査（検査３回目）結果との比較を御覧ください。検査３回目で

Ａ判定とされた 854人のうち、検査４回目でＡ判定と判断された方は 851人、Ｂ

判定と判断された方は３人のみということになります。また、検査３回目でＢ

判定と判断された６人は、検査４回目ではＡ判定が３人、Ｂ判定が３人という

状況であります。詳細は表４のとおりであります。なお、６月 30日現在、この

対象者の二次検査は実施されておりませんので、二次検査につきましては次回

以降、報告させて頂きたいと考えております。  

 ③－ 25ページを御覧ください。２のこころのケア・サポートにつきましては、

健康コミュニケーション室の緑川室長より御説明いたします。  

 

緑川早苗  健康コミュニケーション室長  

 検査４回目のこころのケア・サポートについて御報告させて頂きます。  

 まず、一次検査のサポートについてですけれども、甲状腺検査対象者に対し

て、前回までの検査と引き続き公共施設等の一般会場で検査結果の説明ブース

を設置いたしまして、検査終了後に医師が超音波画像を提示しながら結果の説

明を行っております。平成 30年４月以降、６月 30日までで説明ブースは全会場

で設置し、受診者 194人全員に対して説明を行っております。  

 次に、出張説明会並びに出前授業について、４月以降、６月までの時点の実

績を御報告させて頂きます。この事業も昨年度までと同様に引き続き行ってい

るものでありますけれども、４月から６月までで８会場、 137人に対して説明

等を行っております。  

 以上です。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 それでは、志村に戻ります。  

 ③－ 26ページ以降に関しましては、検査３回目の資料と同様に詳細な結果を

別表で示しております。  

 甲状腺検査の説明については以上のとおりでございます。  

 

星北斗  座長  

 それでは、質問その他についてお受けしたいと思いますが、いかがでしょう

か。どうぞ、お願いします。  

 

春日文子  委員  
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 本格検査（検査３回目）の結果は、これが全てでしょうか。つまり、次回以

降はもう御報告はないということですか。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 これは現在の暫定的な報告でありまして、次回も報告があるという予定であ

ります。  

 

春日文子  委員  

 そうしましたら、前回までの検討委員会で何度かお願いしていますように、

悪性疑いと診断がついた方の腫瘍径の分布ですとか、それから可能な限り詳し

い病態の情報ですね、例えば転移がどのぐらいあるかとか、そういう人数以外

の情報ももう少し踏み込んで御提供頂きたいということをこれまでに何回かお

願いしていますので、それが可能な形で次回以降御報告頂けるようにお願いし

たいと思います。どうしても検討の結果この点は開示できないということがあ

りましたら、その理由も併せて御説明頂ければ有り難いと思います。  

 

星北斗  座長  

 いかがでしょうか。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 御指摘ありがとうございます。転移等の臨床、我々の甲状腺検査の範囲では

なかなか転移等までのデータは持ち合わせておりません。診療のデータに関し

ましては、以前、今回修正情報があるんですけれども、甲状腺検査評価部会の

方で暫定的な開示がなされておりますので、とりあえずそれを御覧頂けると有

り難いです。毎回、我々以外のデータをなかなか御説明するのはちょっと、な

かなか難しい状況ではございます。  

 

星北斗  座長  

 その件については後で多分評価部会の方からもお話があると思いますけれど

も、個人データの問題、その他があるということもあって、評価部会の方で集

中的に議論をして頂いて、その結果を報告して頂くという体制で考えて、実際

そういうふうにお願いをしているところですので、前から先生がそういうふう

におっしゃっていましたけれども、そういうことで取り扱いはしていきたいと

いうことだろうと思います。  

 ほかに。どうぞ、お願いします。  
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春日文子  委員  

 そうすると、すみません、会の進行そのものにも関係するんですけれども、

併せて甲状腺検査評価部会の方の御説明も頂いた上で議論してもいいかもしれ

ないですね。  

 

星北斗  座長  

 はい、そうですね。  

 ほかに何か。今日御説明頂いたこの内容についての御質問を今受けていると

ころでありますので、何かあればどうぞ。  

 なければ次に移ります。追加資料が出されておりまして、追加資料での説明

を求めたいと思います。手術症例についてですかね。一番後ろについていると

思いますが、追加資料についてお願いいたします。  

 

横谷進  甲状腺・内分泌センター長  

 それでは、甲状腺・内分泌センター長の横谷から御報告いたします。  

 この資料の一番後ろについております追加資料「手術の適応症例について

（訂正報告）」を御覧ください。  

 2017年 11月 30日に開催された第８回甲状腺検査評価部会において、資料３で

手術の実施症例について報告いたしました。そのうち３枚目と４枚目のスライ

ドの一部に誤りがありましたので、訂正いたします。具体的にはこの後で説明

を申し上げます。  

 訂正の理由を先に申し上げますと、「県民健康調査」甲状腺検査で診断され

た甲状腺がん又はその疑いの症例数が 2016年３月 31日までに 132例であったこ

とは「県民健康調査」検討委員会――下にどの会議であるかを説明してありま

すが――に報告したとおりです。同じ時期に福島県立医科大学で手術を実施し

た症例数については、甲状腺・内分泌学講座で集計して国際専門家会議――こ

れは一番下の行にありますように 2016年９月に開催されたものですが――に報

告しています。その報告に基づいて第８回甲状腺検査評価部会において 126例

と私の方から報告いたしました。しかし、診療の側で再度調査した結果、正し

くは 125例であることが判明しました。その結果、他施設で手術が行われた症

例数については、 132－ 126＝６例と報告しましたが、 132－ 125＝７例となりま

す。  

 この 125例を 126例と報告した理由は、 2016年４月に入ってから手術が実施さ

れた１例を組み入れてしまったことによります。  

 第８回甲状腺検査評価部会において報告したところでは、引き続いて、福島

県立医科大学における甲状腺がん 125例について臨床的な特徴を説明しており
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ます。対象とした 125例は 2016年４月までに手術された症例になりますので、

その点を追加して記載する必要があると考えました。  

 具体的には訂正箇所は次のページをめくって頂きまして、資料３のスライド

全部を示してありますが、そのうちの３枚目と４枚目にそれぞれの箇所があり

ます。３枚目は３か所の訂正でありまして、福島県立医科大学の手術例が 126

から 125に、そのうちの甲状腺がんが 125から 124に、他施設の甲状腺がんの手

術例が６から７例にという訂正があります。４枚目のスライドですけれども、

表題の方の 125例に星印をつけて、その星印の説明を一番下の行につけさせて

頂きました。すなわち、 2012年８月から 2016年４月までの甲状腺がんの手術症

例ということで、それ以降の説明はこの 125例に対して行われているというこ

とで訂正をいたしました。  

 以上です。  

 

星北斗  座長  

 この点についても、この説明に関して何か御質問があればお伺いしたいと思

います。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 すみません、志村から追加発言をしたいと思います。  

 甲状腺部門からこの件につきまして追加の御説明をさせて頂きます。先ほど

の報告に関連しまして、本学附属病院以外の施設で手術が行われた症例数につ

いて補足いたします。  

 「県民健康調査」甲状腺検査で悪性ないし悪性疑いとなった方のうち、手術

症例数に関しましては、第 19回検討委員会（平成 27年５月）から、甲状腺検査

の結果、悪性及び悪性疑いの数とは切り離して別表という形で報告しておりま

す。手術症例数は本来、甲状腺検査の範囲外であり、診療情報でありますが、

先行検査のころは知り得た範囲の医大外の症例を含めて手術症例を報告してお

り、医大施設以外の症例について７例が含まれておりますが、それ以降は含ん

でおりません。  

 この含んでいないことに関して御説明いたします。先ほどの繰り返しで申し

訳ありませんが、先行検査のころは知り得た範囲において施設外症例も含んで

報告しておりましたが、その後の研究倫理や個人情報保護に関する社会の考え

方の変化を反映しまして、情報の取得や公表に関して従来より厳格な運用をす

べきとしまして、診療情報の医療機関からの取得の可否、個人を特定できる可

能性がある情報の公開への特段の配慮、適切な倫理審査などに関する慎重な検

討を行ってきました。他施設の診療情報につきましては、得られた情報の信頼
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性の確保が容易でなく、追跡の仕組みも難しいことも大きな問題と考えており

ます。本学の附属病院の情報を含めて診療情報は守秘義務を伴います。その取

得と取り扱いは慎重にならざるを得ないという状況であります。  

 このようなことを背景としまして、甲状腺検査の事業として医大以外の手術

症例を正確に把握することは困難であることから、この７例以降は施設外症例

数を含んでおらないという状況でございます。  

 以上です。  

 

星北斗  座長  

 ただいま御説明ありましたが、この件について何か御質問、御意見があれば

お伺いします。今説明があったとおりだと思いますけれども。  

 それでは、この上で資料４の甲状腺検査評価部会ですね、次の御報告を頂い

た上で甲状腺に関して何か御意見があればお伺いしたいと思います。それでは、

鈴木先生、よろしくお願いします。  

 

鈴木元  甲状腺検査評価部会長  

 それでは、甲状腺検査評価部会の方から報告をしたいと思います。資料４、

それから適宜、参考資料１を使いながらお話しします。  

 ７月８日、日曜でしたが、第 10回甲状腺検査評価部会を開催しました。まず

第一の議題は福島県内外での疾病動向ということで、これは祖父江部会員から、

がん罹患・死亡情報、あるいは循環器疾患死亡の動向、そういうものの概括的

な報告を受けております。これは、まだがん登録のデータ自身が今時点までア

ップデートされていないので少し古いデータまでの報告になります。  

 福島県における循環器疾患の死亡率、全部位のがん罹患・死亡率については、

震災前後で有意な変化は見られていないと。女性の甲状腺がん罹患率が年平均

変化率にして震災前後で有意な差が見られたことについては今後も注視してい

く必要がある。これ、ちょっとわかりづらいと思うんですが、ちょうど震災の

あった少し前から女性の甲状腺がん罹患率がずっと有意に落ち込んでいまして、

どこを基準にして持っていくかということで震災後の動きがわかりづらくなっ

ているところがあります。ですから、今後がん登録を使って見ていく際に、そ

ういうところもちょっと注意していくべきというところかと思います。  

 男女とも震災後、これはスクリーニングが進んできているということもあっ

て上がっていますし、また、年齢が今の小児の甲状腺がんの検診の対象者にな

っていない年代でも少し上がってくるという傾向があるので、これは全国的に、

あるいは世界的に甲状腺スクリーニングがなされてきたことが反映されている

ような変化かと思っていますが、今後とも見ていきたいと思います。  
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 研究班では、研究成果を定期的に更新して、変化がないことも含めて周知し

ていくことが重要であるということを確認いたしました。これは今、甲状腺だ

けに注目して報告がなされているわけですが、そのほかの疾患についても見て

いこうということでございます。  

 （２）本格検査（検査２回目）結果の集計等についてということで、これは

今回、先ほど県立医大の方から報告がありましたような先行検査と本格検査の

ものに関しましても報告を受けています。その上で、年齢階級別の二次検査対

象者の割合、細胞診実施率等について、実施対象年度ごとにデータを作って頂

きまして開示してもらっております。後で質疑応答のところでまた出てくるか

と思いますが、今後、検査２回目で甲状腺罹患が増えているように見えている

地域がございます。ただ、そういうものに関してどういうバイアスがかかって

いるのかがまだ明確に解析されてきていないということもありまして、そうい

うことに関して今後どう議論していくかということがこの後の議論の中で出て

まいります。  

 ポツの３、各年度の細胞診実施率が非常に変わっています。細胞診の適否は

基準に従って判定し、対象者の希望を踏まえて判断しているけれども、検査初

年度の平成 23年度は不安が最も高く、細胞診を希望する方が多かったこと、本

格検査で細胞診適応と判断された場合でも先行検査において細胞診の結果が出

ており、大きな超音波所見の変化が見られない場合は細胞診を行わないことな

どの影響があったと考えられるというふうに説明されています。この辺はちょ

っとわかりづらいと思いますが、前回の資料にここの表は出ていて、今回の参

考資料の方には入っていませんが、これについても今後どういうふうに扱って

いくかということについて後でディスカッションのところで申し上げます。  

 （３）甲状腺検査集計外症例の調査結果の速報。これは去年の多分今ごろの

この委員会で質問が出て、ずっと宿題になっていたものかと思います。県立医

大から、医大病院における甲状腺検査集計外の甲状腺がん症例の全数調査の結

果について報告がありました。これは参考資料１の最後のページ（８ページ）

に書かれている内容でございます。 2011年 10月９日から 2017年６月 30日までに

医大病院で手術を受けた患者さん 160名のうち、県民健康調査で悪性ないし悪

性疑いとして集計された患者は 148名（良性１名を含む）、集計されていなか

った患者さんは 12名（良性１名を含む）ということでありまして、その内訳は

先ほどの参考資料１の最後のページ（８ページ）のところに地域別で書かれて

おります。これに関しましても、こういう甲状腺検査の中で捕捉できる症例と

そうではない症例があるということが明確になってきたということと、今後ま

すますこういう症例が増えていった場合どうするかという議論がありますので、

またこれは今後の解析の仕方にかかわる問題として議論を進めることになって
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おります。  

 （４）甲状腺スクリーニングのメリット・デメリットに関する議論。これは

髙野部会員及び祖父江部会員から、甲状腺検査におけるインフォームドコンセ

ントの問題点と改善案が提出されまして、それに対して部会員の意見を提示し、

議論が行われたということであります。これは部会員の中で、髙野部会員及び

祖父江部会員よりの改善案が事前に配付されていまして、それに対する意見を

募り、そしてそれを一覧にしたようなものを資料としてつけて議論したという

ことになります。この後少しまた説明いたします。  

 髙野部会員からは、検査の案内の文面における問題点として４つ、①調査の

目的の明記がない、②検査を受けることにより個人の健康上の利益があるよう

に誤解される、③検査の有害性についての記載がわかりにくい、④中学卒業後

又は 16歳以上の未成年については本人からも同意が必要というようなことが挙

げられました。また、髙野部会員からは、このほか、学校検査がやはり倫理的

に問題があるんではないかという意見も出されていまして、それについてはこ

の７月８日の会合ではそこまで議論をしないで、この次に引き続きするという

ことで挙げておりません。  

 まず、インフォームドコンセントの内容に関しまして、片野田部会員からは、

なぜインフォームドコンセントが重要かということについての概論をして頂き

まして、これはインフォームドディシジョン、十分な情報を得た上でそれぞれ

対象者あるいは親御さんが意思決定をすべきであるということが現在のスタン

ダードになっておりますので、それを例示するためにアメリカでの前立腺がん

スクリーニングにおけるメリット・デメリットについての説明事例が紹介され

ました。  

 吉田副部会長からは、若年者の甲状腺がん乳頭がんの臨床像と臨床経過につ

いて、これは日本の 20歳以下の症例、 20歳未満の症例、両方入っています。そ

の主な日本の甲状腺がん手術をしている施設からの論文を報告して頂きました。

この吉田副部会長からの報告というのは、日本での乳頭がんの手術というもの

がなるべく欧米よりは侵襲の少ない手術にするような方向でやっていて、その

ために超音波検査での必要性があるというような資料も含めて提示してもらっ

ております。  

 こういう報告を受けた後、それぞれ議論をいたしました。裏面の④－２をお

願いいたします。  

 まず、本格検査（検査２回目）結果の集計等について、これはいろいろ医大

に対して注文が出ております。資料については率で示すだけではなく、分母と

分子の数を表で示してほしいというようなことが出されています。これもちょ

っとわかりづらいかもしれませんが、例えば結節の年齢、性別の図が出ていた
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んですが、やはりパーセントだけだとわからなくて、分母がどのぐらい、分子

がどのぐらいというものが出てこないと非常にわかりづらいということです。  

 これに関連して、平成 23年度は結節の発見率が低かったことによる解釈が妥

当なのか、今後検討していかなければならない、部会員を含めてきっちりとし

たデータ解析をしていかなければならない。これもちょっと、こう書いてしま

うとわかりづらいんですが、結節の発見率が避難 13地域で先行検査では低くて、

その他の市町村で高くなっている。そして、本格検査になるとそれが逆転して

いて、避難 13市町村で高くなって、その他の地域が下がってくるというふうに

逆転しております。それについて書いているんですが、実際にきっちり解析を

するためには、先行検査で例えばＢ判定になった人の何％が本格検査に回って

いるのか。結局Ｂ判定をしていて、そのまま次の本格検査で受けてこないと、

Ｂ判定を受けた人の数がそれぞれ年度で変わってしまう。ですから、それぞれ

の年度だけの結節のパーセンテージを示しただけでは本当に何を見ているかわ

からないということがありましたので、こういう議論になっております。  

 その次の３つ目に関連するんですが、詳細な検討になれば、より少数例、数

の問題が出てくる。これは、がんと診断された症例も含めた議論になってきま

すが、そうするとなかなか公開の甲状腺検査評価部会で細かい議論ができなく

なる可能性があるので、場合によっては非公開で議論する機会があってもよい

のではないかという意見が出されております。  

 先ほどもちょっと地域によって結節のパーセンテージが変わってくる、ある

いはがんの診断、罹患のデータが変わってきておりますので、どのぐらいバイ

アスがあるデータになっているかということを今のデータの解析の仕方ではは

っきり見れません。そういう意味で、地域対照研究だと例えば検査への受診と

か二次検査への受診、そういうような不安の高い人ほど検診を受けやすいとい

ったバイアスを完全には排除できないので、同じ地域であっても線量が違う、

濃淡のある地域になってきていますので、そういうものを入れた解析にしてい

かないと駄目であろうと。何らかの形で線量というものを入れた解析に持って

いく必要があるというような意見が出されています。  

 これは県立医大に対する私たちからの意見なんですが、バイアスがない完全

な解釈可能な形でなければデータ解析の結果を示せないとしてしまうと解析が

進まなくなってしまいます。そういう意味で、不完全なデータであっても、あ

る程度バイアスをこういう形で解消していこうとしているというような途中経

過であってもいいですから、やはり解析をしていくことが必要ではないかと。

その際、公開が難しければ非公開ということでも、その解析方法の検討という

ものをやってもいいのではないかという議論が出されております。  

 最終的に大きな影響のあるバイアスをきちんと考慮することが重要で、年齢
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あるいは検査の間隔、先行検査の結果別、要するに先行検査でＢ判定を受けた

のかどうかというようなものが非常にその後の受診行動に影響を与える可能性

もありますので、そういうものもきっちり入れたもの、あるいは細胞診受診率

も交絡因子として入れた解析が必要ではないかという意見が出されました。  

 これの結果を踏まえて、まずは統計の専門の先生がもう少し県立医大の解析

担当者と解析手法について詰めていくことが必要だということが一つの合意と

して上がったかと思います。  

 以前、私たちの方から文章で解析方法を提示したんですが、やはり文章では

なかなか細かいところまで伝わっていかないということがありますので、やは

り何らかの形で直接的なコンタクトをしながら解析方法を詰めていく作業が必

要であるということになったかと思います。今後そういう方向で検査の解析を

進めていきますので、将来その結果をまた報告できる機会があるかと思ってお

ります。  

 （２）甲状腺検査集計外症例の調査結果の速報。これは先ほど申しました県

民健康調査で把握されないで診断されている甲状腺がんの人がいる可能性があ

るということで、しかもそれが今はっきりしてきたわけです。  

 先ほど志村先生からもちょっとありましたけれども、医大以外で手術した症

例の捕捉というものがなかなか難しくなっているということもありました。そ

ういう意味ではやはり、今、放射線の影響があるのかないのかという議論をし

ていく意味では、がん登録も利用してそれで全て登録されたものでどうなって

いるかということと、医大でこの検査の中で捕捉したものとを突き合わせてい

くというような作業をしていかないと全体像が見えないのではないかというこ

とがここの議論かと思います。  

 （３）甲状腺スクリーニングのメリット・デメリットに関する議論。これは

中間取りまとめの段階で、先行検査ではまだ放射線の影響云々（うんぬん）か

んぬん言う段階ではないという結論を出した一方で、ただ、今のインフォーム

ドコンセントは十分な説明と同意になっていないのではないかと。今の検査の

メリット・デメリットということを完全に伝えていないのではないかというこ

とが問題点として指摘されておりました。そういう中でこの議論に入っていっ

たわけです。  

 これは、髙野部会員、祖父江部会員の改善案に関しまして、部会員がそれぞ

れ違う立場であるということがよくわかったというのがこのときの議論であり

ます。甲状腺検査評価部会の中でコンセンサスを作るという形で取りまとめる

のはかなり難しいかもしれません。逆に言うと、甲状腺検査のメリット・デメ

リットに関してはそれぞれの先生方がメリットと感じていること、デメリット

と感じていることをきっちり整理して、それをまず出すんだろうと思うんです。
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結局それを受診するお子さん、親御さんがどう判断されるかということが一番

重要なのであって、私たちがメリットの方がデメリットよりも大きいとかとい

うような議論を取りまとめるのは非常に難しいのかなと思っております。  

 とりあえず読みますが、検査が混乱の中で始められた経緯があると思うので、

現状わかっている経緯を説明し、改めて説明と同意をきちんととるという方向

について賛成である。この検査自体で放射線ばく露の健康影響がわかるという

デザインではないと思う。未受診者の把握も含めて、低線量被ばくの影響が検

討できる枠組みを別途用意することが大事ではないか。  

 早期発見によってアウトカムが違うのであればいいが、違わなければ病悩期

間を延ばしている。早期発見イコール、メリットという考え方は子どもには余

り通用しないということも考えるべきである。  

 受診率を高く保ち、データを蓄積することが放射線との関連性を検討する際

により正しい方向に使えるとは思わない。これはバイアスがかかっているデー

タだということですね。データを収集するということで継続する考え方は適当

ではない。  

 そもそも被ばく影響の不安から検査が始まったということが前提である。被

ばく影響がないと結論づけて話を進めれば検査に意味はなくなる。説明と同意

を丁寧に行う必要がある。  

 実際に検査に携わっているが、心配から検査を受診し、何もなくて安心して

帰っていくという方がいる。早期発見によるメリット・デメリットの捉え方は、

個々人で違うのではないか。  

 外国の場合は甲状腺全摘＋放射線ヨウ素によるアブレーション治療をセット

でやることで予後がいいとされているが、その治療による副作用も考慮しなけ

ればならない。日本では、なるべく手術侵襲の少ない術式を選んでいる。早期

発見早期治療の副作用というのはかなり低減できるということがわかっている

と思う。  

 甲状腺がんリスクに対する不安に応えて、検査により甲状腺がんがなかった

という安心感を与えることがメリットの一つ。また、検査を続けていくことで、

放射線影響があるかどうかという情報をしっかり県民に伝えていくということ

がメリットになる。  

 ここに書いてありますように、それぞれの部会員によってかなりメリット・

デメリットの捉え方は違っているというところがこの第１回目の、ブレーンス

トーミング的なセッションでしたので取りまとめまでは、いっていませんが、

そういう状況です。  

 今後の予定としましては、今年中に甲状腺スクリーニングのメリット・デメ

リットに関する議論を次回も継続する予定でありますし、また学校での検査と
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いうことに関して髙野部会員から出された意見に関しても問題点、改善案につ

いて協議を行う予定でおります。  

 ちょっとまとまりませんが、以上でございます。  

 

星北斗  座長  

 ありがとうございました。この点、何か追加の意見、あるいは御質問があれ

ばお伺いします。  

 非常に鈴木先生、御苦労されているんだなと思いますし、１つ皆さんにお諮

りしておきたいことがございまして、お諮りといいますか、御理解を頂きたい

のは、場合によっては非公開で議論するというのがここに書かれておりますが、

やはり詳細な検討をする際にかなり立ち入ったところまで見ると。それは個人

の特定に至るとか、様々な問題、あるいは不完全なデータが見ることによって

それが不完全な形で出ていくのに問題があると。いろんなことがあるんだと思

いますが、それらについては甲状腺検査評価部会の部会長の判断にお任せをし

たいと思いますが、何か、いや絶対駄目だというような意見があれば伺ってお

きたいと思います。私は当然にそういうことがあるんだろうと思いますが。よ

ろしゅうございますね。はい、どうぞ。  

 

梅田珠実  委員  

 部会の方できめ細かな検討をされているというふうに理解されていますので、

非公開がいいかどうかというの、ちょっと何か、どういうふうに答えていいか

ですね、今までやってこられていることの、要はどこまで進んでいって、どう

いう状況にあるのかというのがなかなか難しいと。先ほど部会長がまさに言わ

れた、甲状腺がんの把握について、全体像がなかなか見えないのではと言われ

ているところでちょっと気になっていまして、なので、やっぱり検討に当たっ

て大事なのは透明性がいかに確保されているかということで、専門的なディス

カッションはそこはその専門家同士のディスカッションがあっていいと思うん

ですが、ただ、何かそれにかかわっていない人がもやもやしたような、一体何

かどこかギャップがあるんじゃないかと思われることのないように、これは別

に部会にお願いしているというよりは、この検査にかかわっておられる方々に

今後も引き続き透明性ということでの御努力を頂きたいなという趣旨で申し上

げています。  

 どういうことかというと、例えばちょっと質問になるんですが、甲状腺検査

集計外症例の調査結果の速報ということで、これはこの検討会で議論されたこ

とを踏まえて医大の方で御尽力頂いたものだと思っているんですが、このよう

な結果をまとめて頂いたことにまずは感謝申し上げます。  
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 質問としては、第 10回甲状腺検査評価部会の資料３（参考資料１の８ペー

ジ）の速報の中の結果の３で、 11人の内訳が書いてある。二次検査から保険診

療による経過観察を経て手術された患者さんが７人把握されたということで、

この内訳が二次検査で穿刺吸引細胞診が実施されなかったということは恐らく

非常に小さいか、悪性度が高いと判断された、あるいは穿刺吸引細胞診を実施

したけど悪性・悪性疑いとはみなされなかったという方々だと思うんです。こ

の方々が外来でフォローアップされる中で手術されて、がんと発見されるに至

ったということと思うんですが、この方々が仮に外来でフォローアップでなく

て、次のサイクルの甲状腺検査の、これはＢ判定になった方も全員にお知らせ

をお配りしていると聞いたことがありますので、次の甲状腺検査のサイクルで

上がってきて同じように見つかれば甲状腺検査の方にカウントされる、そうい

う事例があったのかどうなのかということをちょっとお聞きしたいと思ってお

ります。  

 

星北斗  座長  

 その点について、医大の志村先生ですかね。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 では、志村が答えられる範囲でお答えします。  

 基本的には経過観察は２年の間隔の間を埋めるという考え方で我々は行って

おります。ですから、経過観察だともう一度甲状腺検査にのってくるというこ

とは想定されていますが、あとは個々人の御希望、同意によりますので、強制

することはできませんけれども、我々の考え方としてはクールの間の経過観察

というイメージではおります。しかし、実態はそういう方もいらっしゃいます

し、そうでない方もいらっしゃるとは思いますけれども、次回のクールの検査

の同意によりますが、我々の想定は検査の間での経過観察ということでありま

す。  

 

梅田珠実  委員  

 どうもありがとうございます。個別の事例がどっちに分類されるかというこ

とを細かく掘り下げていきたいわけではないんですが、バイチャンスで、ある

人たちは同じようなプロセスをたどっているのに県民健康調査の方で同じよう

な人たちは集計されていないというような、何かそのあたりにちょっと気にな

るところがあります。  

 あとは、先ほど他施設のデータについて、手術症例については難しいので集

めなくなりましたというのも初めて聞いたので、もちろん個人情報の保護であ
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ったり、あるいはあらかじめこの検査を受けた方にそのような同意は得ていら

っしゃらないんだろうと思うので、倫理的な手続で、恐らく最初にこの甲状腺

検査の倫理委員会にかけたときにはエンドポイントはここまでと決めていて、

最終的にがんになるまでフォローアップしますということでのそういう説明を

されていなかったんじゃないかと推測します。なので、難しいとおっしゃって

いて、なかなか出せないんだという気持ちはわかるんですが、であれば、把握

できないでとめるのではなくて、全体像を把握するにはどうしたらいいかとい

うことをいろいろ工夫して頂かないと、部会の方で鋭意いろんな数値を細かく

見てくださっているのに当たって全体像が見えていないというところでは評価

なり検査の信頼度になかなか心配を持たれるんじゃないかなと思います。  

 ですので、例えば倫理的な手続や同意をきちんととってエンドポイントを何

にするかというようなことをする方法もあるかもしれないですし、あるいはそ

れがもし技術的に難しいのであれば、前回のこの会でもお願い申し上げました

けれども、甲状腺検査サポート事業であるとか、あとがん登録ということも言

われていますし、どのようなものもできる限りいろいろ手術データについて組

み合わせながら総合的に評価部会の方で評価頂けるような作業をやって頂けれ

ばと思っております。  

 以上です。  

 

星北斗  座長  

 何かコメントありますか。どうぞ。志村先生、コメントがあれば。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 施設外で手術された例についての今回の議論でありまして、細胞診のデータ

には反映されているということですので、全く漏れているということではない

という認識ではおります。  

 

星北斗  座長  

 どうぞ。  

 

鈴木元  甲状腺検査評価部会長  

 がん登録のデータはアップデートされる時期というのが少しずれていますか

ら、ある程度ずれが出るのは承知なんですが、がん登録でアップデートされて

いる時点までで検査の方で見つかっているものとの照合をやっていかないとど

のぐらい漏れがあるか、私たちには見えないという問題があります。  

 それから、二次検査から保険診療での経過観察に回った人が次の年、本当に
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甲状腺検査を受けているかどうかということは重要です。というのは、例えば

資料３－１の表４で、この表というのは非常にわかりやすいというか、わかり

にくいというか、これは何を見ているかというと、例えば第３回目でＢ判定を

受けた人は、振り返ってみたとき第２回目、どこにいたかというのを見るデー

タになっているんですね。でも逆の見方があって、例えばＢ判定になって、そ

の中で何％の人が次回もう一度甲状腺検査を受けてきたかというようなデータ

があると、要するにどのぐらい対象者が失われていったかというのが見られる

んです。そういうデータも一緒に出していってもらわないとやはり議論ができ

ないような気がします。  

 

星北斗  座長  

 髙野委員、どうぞ。  

 

髙野徹  委員  

 先ほどからの議論でちょっと御指摘したいことがあるんですけれども、検査

の受診率が下がっていると。私はこれは非常にいいことだと思っていて、要す

るに検査の本質がわかってきて受けたくないという方が増えてきているんじゃ

ないかということで、いい方に解釈しています。ただ、多分先ほどからも議論

があるとおり、ちょっと問題が出てきて、恐らく受診率が下がってきて検査自

体で甲状腺超音波検査を受けなくなってくると、そういう検査の外で甲状腺超

音波検査を受けて手術になる、いわゆる集計漏れというのはちょっと表現はよ

くないと思うんですが、そういう形の患者さんが増えてきて、結局それがまた

社会不安を呼び起こすという形になりかねないと思うんです。  

 それの対策として非常に明快なものがありまして、どこの国でも過剰診断の

症例数と超音波検査の実施数というのは見事に相関しています。ですから、そ

ろそろ福島県の方で県内の頸部超音波検査の実施数を把握する準備をされた方

がいいんじゃないかと思います。もし検査の率が下がって、甲状腺がんの患者

がそれでもぼろぼろ出てきたというときに、これはやはりがんが新たに発生し

ているんじゃないかということになったときに、超音波の数だけ見て、それが

他県よりも多かったら過剰診断だということが明確に解釈できますので、そこ

まで考えて、そろそろそういう情報を集めるシステムを構築されたらどうかな

と思います。  

 以上です。  

 

星北斗  座長  

 今おっしゃったのは、検査として甲状腺に超音波を当てている数を……  
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髙野徹  委員  

 いえ、普通の診療でもいいと思います。これはほかの国でも一緒ですので、

結局どこでも甲状腺……  

 

星北斗  座長  

 甲状腺の検査をすればその分出てくるという。  

 

髙野徹  委員  

 そうですね、恐らくレセプトで把握できると思いますし、当然、他県との比

較も必要なので、そろそろ検査の受診率が下がってきた時点でそのことを考え

られた方がいいと思います。  

 

星北斗  座長  

 はい、わかりました。  

 ほかに何か御発言ありますか。  

 私が非公開でやることを認めろと言ったのは別に、誤解を与えたらいけない

のであれですが、こそこそやれという意味ではありません。きちんと説明をし

て、必要に応じて、場合によっては専門家同士の話合いということがこの部会

の検討以外で行われるという形をとってもいいんだろうと思いますし、それを

きちんとわかる形でやってくれればいいということで、公開にこだわるが余り

に検討が進まないということは避けてほしいということを鈴木先生にお願いし

たいという趣旨です。  

 ほかに何かありますか。このメリット・デメリットの話もそうですし、今の

髙野委員もそうですけれども、ある程度、甲状腺検査評価部会の方で、今の髙

野委員の発言も含めて、こういう形で考えようということで少しまとめて頂い

て、先ほど鈴木先生がおっしゃったように、メリット・デメリットがこうだか

らどうするというような結論が得られないと、当面ですね、というのであれば、

こういう形で説明することによってその不利益は最小化できるというのであれ

ばそういうふうにおまとめ頂きたいと思いまして、鈴木先生、大変なお役回り

でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。  

 ほかに何かございますか。どうぞ。  

 

富田哲  委員  

 公開、非公開の問題が出ていますので、もちろんこの評価は甲状腺検査評価

部会の中で病理的な部分と、それからここで最後に出てくるメリット・デメリ
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ットのこの議論とはやはり相当違うので、病理的なところで、まさに個人情報

まで関係するところを公開せよというのはやはりちょっと問題があると思いま

す。しかし、例えばこういうメリット・デメリットの議論は、これは公開でや

らないと進まないような議論で、このあたりはきちんと振り分けをして、甲状

腺検査評価部会の中でも議論して頂きたいと思います。これが第１点。  

 それから、第２点は、ごく簡単に申しますと、これは専門の法律関係とは全

く関係ないんですけれども、やはり福島県の特殊性といいますか、この甲状腺

検査評価部会の中の議論でも出てきていると思いますけれども、出てきたよう

にお聞きいたしましたが、要するにこの検査を受けて、今回はひっかからなか

ったと、よかったと。この安心感というのはこれは非常に強いものがあると、

私もそういうふうに聞いております。これが例えば西日本の方へ行って、非常

に無理なスクリーニングをやって出てきたら、それはびっくりするでしょうけ

れども、福島県民というのは結構もう、ひょっとしたら出てくるんじゃないの

かとびくびくしている人が結構多いので、そうなると、この検査を続けること

によって、これによって安心をすると。このメリットは私は大変大きいと考え

ております。  

 それで髙野先生と私は反対に、やはりある程度の期間これを続けることによ

って、福島県民の安心というものが確保できるのではないかと考えている次第

です。  

 以上です。  

 

星北斗  座長  

 ありがとうございます。ほかにありますか。どうぞ。  

 

春日文子  委員  

 改めて先ほどの質問に戻らせて頂きたいと思います。個人情報はもちろん外

した形で、もう少し詳細な病理的な分析を基本的には甲状腺検査評価部会でま

ずやって頂くというお話でしたけれども、少なくともまだ７月の時点ではそう

いう議論はなかったというふうに理解いたしました。ですので、引き続き次回

以降、そういう形でお願いしたいと思います。  

 それと、集計外症例についてもそうなんですけれども、この検討委員会の継

続性を是非重視して頂きたいと思います。といいますのは、先ほどの腫瘍径の

大きさの詳細を公表して頂きたいということを前回、私お願いしたんですけれ

ども、それに対して志村先生から、次回に間に合うかどうかわからないですけ

れども検討しますというお答えを頂いているんですね。それは、その時点では

甲状腺検査評価部会だけで議論しますというお答えではなかったんです。こち
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らにも出して頂けるというふうにそのとき理解しましたし、議事録にもそう書

かれているんですね。ですので、そのような形も是非とって頂きたいと思いま

す。  

 それから、県民健康調査のスキーム以外で見つかってきている事例について

は、もうこれは鈴木部会長からも梅田委員からもお話がありましたけれども、

いろいろな形で集計をとって、それを統合して頂きたいということ、これも前

回発言しております。サポート事業のことも前回確認のお話がありました。で

すので、数か月後にすぐにというわけにはいかないかもしれないんですけれど

も、がん登録の今年度についてはここまで出ていますですとか、サポート事業

ではこういう何件の相談がありましたということをなるべく早い機会にやはり

この検討委員会にもわかる形で出して頂いて、そしてどこにどれだけ漏れが起

こり得るのか、今回は何人そこでもつかまったのかということを調べてここで

議論できるようにお願いしたいと思います。  

 問題は数だけではないんですね。検査を受ける子どもたち、またその親御さ

んが、県内ではほかのお子さんはどういう診断を受けているんだろう、これを

知ることが、また知るすべを議論することがこの検討委員会の本当の目的なわ

けです。ですので、そこに一歩でも近づくような情報を是非提供して頂きたい

と思います。よろしくお願いいたします。  

 

星北斗  座長  

 津金委員、どうぞ。  

 

津金昌一郎  委員  

 我々はこういうところでいわゆる素データを出されてもなかなか解釈するこ

とが難しくて、それで変な議論をしてしまうといけないですね。そのためにや

はり甲状腺検査評価部会できちんと、もうちょっとバイアスとかチャンスとか

を排除したきちんとした形を、医大から提出されるデータだけでは十分でなけ

れば、そこはそういう意味では非公開という言い方をしているんだと思うんで

すけれども、部会の専門家と医大がひざを突きつけてこういう解析をすると。

こういう形の出し方をするといろんなことがわかるんじゃないかというような

ことを、いわゆるワーキンググループ的な作業は是非進めて頂いて、もうちょ

っと我々が一目で見てわかるようにデータを咀嚼して頂かないといけない。そ

のための作業のために非公開は是非やって、ただ、そこから出てきたデータや

何かに基づいて議論するのはもちろん公開の場でということだと思います。  

 あともう一つ、検査４回目も粛々と行われている現状において、一刻も早く

インフォームドコンセントをせめて、インフォームドコンセントが不十分だと
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いう議論になっているわけですから、インフォームドコンセントはやはりきち

んと改善して、それを早く使ってもらわないといけないわけですね。これは座

長にちょっと聞きたいんですけれども、４回目はこのままインフォームドコン

セントやって、５回目からそのインフォームドコンセントを使うという予定な

のか、あるいはインフォームドコンセントはできれば直ちに適用していくのか

ということも含めて伺いたいと思います。少なくとも早くインフォームドコン

セントは変えていかないといけないし、皆さん方が考えられているほど、この

検査はメリットと比べてデメリットが大きすぎるので、そこはもう本当に一刻

も早く、せめてインフォームドコンセントは何とかしてほしいと思います。  

 

星北斗  座長  

 どうぞ。  

 

成井香苗  委員  

 今の御発言に対してですが、インフォームドコンセントが完全なものになっ

ているかというとまだわかりませんけれども、そのことの反省で、もう既にイ

ンフォームドコンセントをとるための項目というか、案内には取りつけてある

文書がもう出ていて、検査を受ける受けないの判断をして頂くということはも

う始まっていると思いました。  

 それからもう一つ、デメリットがあるとおっしゃいましたけれども、そのデ

メリットがあるかどうかということが今までの議論だとまだ見えていないんで

す。私たち、ここの中でやってきた中ではまだ、本当にデメリットが大きいの

かどうかというのが、例えば小児の甲状腺がんの進行とか転移とかが早いのか

遅い、ないのか、それもはっきり、どちらの結論も出ていない。そういった中

でデメリットが大きいというふうに言い切ってしまうのは、ちょっとまだ早い

んではないかなと思います。そこをするためにも早く、先ほど出ていたように、

不完全な形であっても、とにかく解析をもっと進めて頂いて、本格検査が一体

どうなっているのか、もう本格検査に入って４年も経っているのに本格検査の

データの審議というものが全然私たちの前に出てきていないんですよね。こう

いう数字でしたというだけであって、それがどういう意味があるかということ

の検討はまださせて頂いていないんです。それが問題じゃないのかなと私は思

います。  

 

星北斗  座長  

 どうぞ。  
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稲葉俊哉  委員  

 ちょっと気になったことは、いわゆる漏れですね、検査から外れた症例に関

して、今日、小笹先生がいらっしゃるのでお聞きしたいんですけれども、多分

これ、私は疫学専門じゃないんですが、漏れの症例と検査で見つかった症例を

単純に足すというのは多分全く意味がないんだろうと思うんです。そこを理解

された上で漏れを調べるべきであるという御発言なのかどうかというところが、

先ほどから聞いていて非常に不安になりました。漏れをただ調べて、 148に 12

足したら 160だというのは、そもそもの前提として、検査を受けて見つかった

症例とそうでなくて見つかった症例というのは全くルートが違いますので、足

すとますます混乱します。そういうこともあって、そもそも論として、この検

討委員会というのはそういう全体像を見る使命を帯びているのかということで

すね。県民健康調査というものがあって、その県民健康調査をどうすべきかと

いう、そこについて我々は責任を負っていると思いますが、福島県で何で甲状

腺がんが起きたかということについて私は責任を負っていないと思うんです。

それを漏れの症例まで一例一例調べて出すべきだというような、先ほどからち

ょっと御意見が出ているように思うんですが、ちょっと私にはそこのところが

理解できないということを申し上げたいと思います。  

 

星北斗  座長  

 小笹先生、お願いします。  

 

小笹晃太郎  委員  

 稲葉先生の御質問は検診、スクリーニングですね、それを何の目的で行うか

ということと、そのスクリーニングの間で出てきたこの症例ですね、言い方に

よってはインターバルケースとでも言う場合もございますけれども、それの意

義づけ、そういう２つに集約されると思います。  

 そもそも、この甲状腺のスクリーニングに関しては、この原発事故に関連し

て福島県で本当に甲状腺がんが増えるかどうかということをきちんと検証しな

ければならないということで開始されたと認識しております。ですから、ほか

の早期がんを発見してとかいう、いわゆるプログラムスクリーニングとか、あ

るいは人間ドックでスクリーニングをして早く見つかってよかったねとかとい

うようなスクリーニングとはまた違う意味合いで行われていると認識しており

ます。  

 したがいまして、それゆえに非常に倫理的な負担が大きくなりますから、そ

のことは先ほど来、議論されていますように、そこの倫理的な措置をきちんと

とった上でやらなければならないし、もちろん事後のケアもきちんとしなけれ
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ばならないということはもう異論がないかと思います。  

 それで、そもそも福島県で原発事故による甲状腺がんが増えるかどうかとい

うことをきちんと見なければならないということが目的ですから、この福島県

における甲状腺がんの動向というものはきちんと見なければならないというの

は当然のことであろうかと思います。これは２番目の御質問に対する答えにな

りますかね。福島県全体のことをここで見なきゃならないのかということを聞

かれたように思いますので、それは当然見なければならないというのが私の答

えであります。  

 それから、むしろこれが最初の御質問かと思いますが、インターバルケース

ですね、検診間で発見されたがんを評価すべきかということですけれども、こ

れも当然評価していくべきであります。もちろん発見経緯が異なりますから、

その発見経緯の違いというものが評価するときに考慮しなければなりませんけ

れども、当然どの検診においても、これは何も今回の甲状腺がんだけでなく、

ほかの通常のプログラムスクリーニングですね、肺がん検診とか胃がん検診と

かでもそのインターバルケースというものはきちんと評価していくということ

になっておりますので、それは見ていくべきであり、これは先ほど鈴木部会長

とか梅田委員がおっしゃいましたように全体像として把握していく必要がある

ということはまさにそのとおりであると考えております。  

 

星北斗  座長  

 この議論もずっとやっている話でありますが、津金先生がおっしゃったイン

フォームドコンセントの様式を今の現行の４回目ですか、やっている間に途中

で変更することがフィジビリティー（実現の可能性）として可能かどうかとい

うのは、全部印刷しちゃった、でももう一回印刷すればいいやという話なのか

もしれませんが、そのあたりは何か、現にやっていらっしゃる志村先生、コメ

ントがあれば伺います。  

 

志村浩己  甲状腺検査部門長  

 今、甲状腺検査評価部会で議論を頂いておりますので、その議論を踏まえて

また検討していきたいというのが我々の考えであります。  

 

星北斗  座長  

 わかりました。したがって、ある程度インフォームドコンセントのとり方が

合意に至れば、評価部会での合意といいますか、ある程度の見解が出て、ここ

でもそうだねとなれば、できるだけ可及的速やかにインフォームドコンセント

のありようについては見直すということで県の方もよろしいですね。  
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 それと、今どこまで見るかという根源的な話も出まして、この話も実は何度

もしている話だと私は思っていますが、漏れがあるからどうこうという話も含

めて、今、部会で検討して頂いている中で今日頂いた様々な委員からの意見も

参考にしつつ、鈴木先生には難しいかじ取りとお願いします。先ほどおっしゃ

ったように、何か結論を出すということが非常に難しいのであれば、メリッ

ト・デメリットを整理した上でそれをきちんと被検者といいますか、対象者に

知らせるよう努力を、インフォームドコンセントの仕組みの中で実現するとい

うようなことを提案を頂きたいと思います。  

 ほかに何か御発言ございますか。  

 非常に難しいかじ取りだと思いますが、鈴木先生には是非ともお願いをいた

します。  

 甲状腺の話はこれでおしまいにします。最後に委員からこのほかで発言があ

ればお伺いします。どうぞ。  

 

成井香苗  委員  

 私のところに、「放射線被ばくを学習する会」ということで温品先生から申

入れ書というものが届きました。福島県「県民健康調査」検討委員会御中とい

うふうになっていますので、そして同「甲状腺検査評価部会」御中というふう

にもなっていますから、皆さんにもこれが届いているのではないかと思います。

たしか前回の記者会見のときに、ここで何を検討するのかというのをどうやっ

て決めるかという質問があったりしました、記者の方から。それで、いろんな

ことを取り上げて話し合っていきますよと座長はおっしゃって、じゃあそうい

う意味でこれまで何かいろいろなものが届いていても、それが取り上げられて

いなかったんじゃないかというような記者からの御指摘があったと私は覚えて

おります。  

 ですから、今回、本当にこういうふうなものが届きましたので、この申入れ

書の扱いをこの会としてどういうふうにするか、話し合う必要があるのではな

いでしょうか。  

 

星北斗  座長  

 その申入れ書についての取扱いについては既に議論をしています。既に何度

もこの議論はさせて頂いて、私から皆さんにお話をして、そのように県の方で

も取り扱いをして頂いています。今回のという意味ではありません。これまで

のものもそうです。  

 

成井香苗  委員  
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 だから今回のこれについてお話をしなくていいんですか。  

 

星北斗  座長  

 県から御説明いただけますか。  

 

鈴木陽一  県民健康調査課長  

 成井委員から御指摘があったのは、直接委員の先生方の方に届いているもの

と県に届いているものがございます。県に届いたものについては各委員にお送

りしたという状況にございます。基本的に、検討委員会の１週間前までに県に

届いたものについては各委員にお送りしているということでございます。  

 

星北斗  座長  

 基本的には、届いたものについて必要であればこれを検討しましょうという

ことにするということになりますが、基本的には検討委員会の先生方皆さんに

回付してお読み頂くというのがスタートです。皆さんがこれについても議論す

べきだとおっしゃるのであれば、それは議題として取り上げるということがあ

るのかもしれません。という扱いということで私たちは理解しているつもりで

す。  

 

成井香苗  委員  

 まずこの申入れ書はどうしたらいいんですか。返事をしなくてもいい。  

 

星北斗  座長  

 たくさん、ほかにも来ておりますので。  

 

成井香苗  委員  

 いや、今回の会の前に来たのはこれ１つなんです。今回は。  

 

星北斗  座長  

 今回はそうですね。  

 

成井香苗  委員  

 はい、今回の話をしています。今までのことはこれまでの経緯でそれでいい

と思いますが、今回来た以上。  

 

星北斗  座長  
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 今回来たものについては皆様に御回付を差し上げますが、１週間前に届いた

ものについては県から回付されるということで、皆さんに御了承頂いていると

私は理解しています。  

 

成井香苗  委員  

 だから、どうしますか、これは。  

 

星北斗  座長  

 基本的には、届いたものについていちいち検討するかどうかということにつ

いて議論するということにはなっていません。  

 

成井香苗  委員  

 これは議論しないという結論が今日は出たということですか。  

 

星北斗  座長  

 皆さんが議論のための参考として御覧頂くということでございます。  

 

成井香苗  委員  

 各々の参考にしてくださいと。  

 

星北斗  座長  

 はい。そういうふうにこれまでも取り扱ってきたということです。  

 

成井香苗  委員  

 はい。  

 

星北斗  座長  

 ほかに何かございますか。よろしゅうございますか。  

 それでは、これで私の役目は終わらせて頂きます。  

 

二階堂一広  県民健康調査課主幹兼副課長  

 ありがとうございました。  

 次回の検討委員会の日程につきましては、正式に決まりましたらお知らせし

たいと考えております。  

 以上をもちまして第 32回「県民健康調査」検討委員会を閉会いたします。あ

りがとうございました。  


